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第１ 労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会設置の経緯  
全国の労働委員会（以下「労委」ともいう。）が直面する諸課題については、

平成３０年１１月９日の全国労働委員会連絡協議会運営委員会（以下「全労委運

営委員会」という。）で設置された「今後の労働委員会の在り方検討小委員会」

（以下「在り方検討小委員会」という。）の二年間の検討の結果、具体的かつ網

羅的に整理され、「実務と法令との間に乖離がある」とされた２項目について労

働委員会規則（以下「労委規則」という。）の改正が行われ、「速やかに実施する

事項（運用改善）」とされた項目については情報共有のためのフォーラムをＬＧ

ＷＡＮに設置するなど在り方検討小委員会で明らかになった課題を解決するた

めの取組は着実に進んできた。 
一方で、いくつかの項目については、解決に向けた方策について引き続き検討

することが適当であるなどとされた。（具体的には、労働委員会の管轄、会計監

査人による証明等、命令確定後の職権による取消等、代理人許可制度の見直し、

秩序維持・録音禁止等、審級省略、不当労働行為申立の除斥期間、時効中断効果

の付与（時効の完成猶予効果の付与）） 

他方、最近のデジタル技術の進展により、様々な行政手続のデジタル化が進め

られていることから、労働委員会の紛争処理手続についてもデジタル技術の活

用が求められている。 
さらに、最近の働き方改革をめぐる新たな立法措置が行われる中で、労使の集

団的な意思決定が重要であり、労使コミュニケーションをどのように確保して

いくかが今後の課題であるとともに、フリーランスなどの新たな働き方も拡が

りつつあり、こうした雇用・労働環境の変化の中で労働委員会はどのような役割

を果たしていくべきかが課題となる。 

このような問題意識の中で、令和３年１１月９日に開催された全労委運営委

員会で「労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会設置要綱案」が了承され、「労

働委員会在り方・ビジョン検討小委員会」（以下、単に「小委員会」という。）を

立ち上げることとされた。 
小委員会の構成は、資料１のとおりである。    

第２ 労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会における議論の経過 

 

１ 第１回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和３年１２月２日

(木)） 
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（１）委員長及び委員長代理の選任 

小委員会の委員長に両角委員、委員長代理に 田委員が選出された。 

（２）意見交換 

小委員会の今後の検討の進め方などについて、意見交換を行った。 

 

 

２ 第２回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年２月１７日

(木)） 

（１）当面の検討の進め方 

小委員会の当面の検討の進め方について、不当労働行為における管轄と

除斥期間を優先的・重点的に検討する課題とし、全国の労働委員会の実情を

調査してその結果をもとに検討を行っていくこととされた。 

（２）不当労働行為における管轄及び除斥期間の趣旨について 

川田委員より、不当労働行為における管轄及び除斥期間の趣旨について

説明がなされた。 

（３）不当労働行為における管轄及び除斥期間に係る問題意識及び調査の進

め方について 

田委員長代理より不当労働行為における管轄及び除斥期間に係る問題

意識について、また事務局より調査の進め方について説明があり、調査につ

いては事務局案により進めることとされた。 

 

 

３ 第３回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年４月２５日

(月)） 

 （１）労働委員会の実務におけるＩＴの活用事例について 

   東京都労働委員会から総会のウェブ開催について、北海道労働委員会か

ら不当労働行為事件の調査における IT 活用について、福岡県労働委員会

からウェブあっせんの取組事例について、それぞれ発表が行われた。 

（２）労働委員会におけるＩＴの利用に関する調査について 

労働委員会におけるＩＴの利用に関する調査の進め方について事務局

より説明があり、事務局案により進めることとされた。 

 

 

４ 第４回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年５月３０日

（月）） 

○不当労働行為における管轄及び除斥期間に係る調査結果について 
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不当労働行為における管轄及び除斥期間に係る調査結果について事務局

より説明があり、意見交換を行った。     
５ 第５回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年７月２１日

（木）） 

○不当労働行為の管轄・除斥期間を除く６項目について 

不当労働行為の管轄と除斥期間以外の６項目について事務局より説明が

あり、意見交換を行った。   
６ 第６回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年８月２４日

（水）） 

 ○中間報告素案について 

事務局より中間報告骨子（案）について、 田委員長代理より修正案につ

いて説明があり、意見交換を行った。   
７ 第７回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年９月２０日

（火）） 

○中間報告案について 
事務局より中間報告（案）について説明があり、意見交換を行った。   
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第３ 検討結果 
１ 不当労働行為の管轄 
（１）在り方検討小委員会における検討の経過 

ア 問題の所在（労委からの意見） 
○ 在り方検討小委員会においては、「合同労組が所在地の労委に申立てを行っ

た場合、使用者にとっては遠隔地で審査が行われることになり、調査・審問

期日への出席等のために経済的・時間的な負担が生ずる場合がある」等の問

題が指摘された。 
○ こうした指摘においては、「使用者と労働者との間に個別紛争が発生した」

「労働者が加入する合同労組が個別紛争をめぐって使用者に団体交渉を申

し入れた」「使用者が合同労組との団体交渉を拒否する等したため、合同労

組が事務所の所在地を管轄する労働委員会に救済申立てを行った」場合が主

に想定されている。 
○ 合同労組は大都市圏に事務所を置く場合が多いことから、合同労組が救済申

立てを行う事件は、東京都労働委員会、大阪府労働委員会、神奈川県労働委

員会等に集中する傾向にある。他方で、これらの労働委員会の所在地は、使

用者や救済申立ての背後にある個別紛争の当事者である労働者にとっては

遠隔地であることが少なくない。 

○ こうした場合に、  使用者にとっては調査・審問期日への出席等のために経済的・時間的な負担

が生ずる場合があること、  救済申立ての背後にある個別紛争の当事者である労働者にとっても同様の

負担が生じ得ること、 
が指摘されたものである。 

○ さらに、救済申立ての背後にある個別紛争が発生した地を「事件発生地」と

認識した上で、「事件発生地」が遠隔地にあることから、委員が「事件発生

地」で現地調査を行ったり、「事件発生地」において当事者との協議を実施

したりすることが困難な場合があり、審査の迅速性が損なわれることも指摘

された。 
○ こうした問題への対応策として、「労働組合法施行令等を改正して、組合が

所在地の労委に申立てを行った場合に、両当事者の同意等を条件として、事

件発生地の労委に移送できるようする」ことなども検討された。 

○ なお、在り方検討小委員会においては、「労働委員会の管轄」とは別の項目

として「事件の偏在とその対応」という検討項目が立てられた。「事件の偏

在とその対応」においては、労働委員会間で事件の偏在が起きている中で、

「特定の労委への負担の集中及びこれに伴う事件処理の遅滞のおそれ」、「事
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件数が少ない労委における委員及び職員のノウハウや経験の不足」等の問題

が生じていることが指摘された。検討の結果、こうした問題については、労

働委員会規則第８７条を根拠とした労働委員会間の相互援助、事件数の少な

い労働委員会の職員に対する研修や審問の見学の機会の提供等の「運用改善」

に取り組むこととされた。  
イ 検討の結果 

○ 在り方検討小委員会においては、「管轄は、両当事者の利益と審査の迅速性

を調整して合理的に決めるべきものである。一方当事者の便宜を優先する結

果、他方当事者に過度な負担を課しているなど衡平を欠く制度は合理的では

ない。また、事件発生地が遠隔地にあることにより、労委による証拠収集が

困難となり、真実の発見に支障を来すことはあってはならない。」ことを一

般論としては認めつつ、他方で、「労働組合が、事務所の所在地を管轄する

労働委員会、使用者の所在地を管轄する労働委員会等の中から、救済申立て

を行う労働委員会を選択することができるようにしている現行制度の趣旨、

労働組合の選択の権利を考慮すべき」という視点から検討が行われた。 

○ 検討の結果、在り方検討小委員会の「議論のまとめ」においては、一定の結

論を出すには至らず、「中労委と各都道府県労委が連携して事例を把握して

事例の収集を図るべく組織的に取り組み、労働組合の利益を考慮してもなお

見直しが必要か、法改正以外の選択肢も含めて、どのような解決方策が考え

られるのか、検討することが適当である」とされた。  
（２）管轄に係る調査の実施 
○ 当小委員会においては、在り方検討小委員会の「議論のまとめ」の記述を踏

まえ、「合同労組から救済申立てがあった事件のうち、被申立人（使用者）

が他の都道府県に所在するもの」について、事件の件数、使用者にとっては

遠隔地で審査が行われることにより支障等が実際に生じたかどうか、支障等

が生じた場合の改善方策等について調査を行うこととした。（以下、便宜上、

当該調査を「管轄調査」という。） 

○ なお、（１）アに記載したとおり、在り方検討小委員会においては、「事件発

生地が救済申立てを受けた労働委員会から遠隔地にある場合」についても関

心が向けられていたが、「事件発生地」は必ずしも統一的に把握することが

できないものであることに鑑み、管轄調査の対象は「使用者が他の都道府県

に所在する場合」に限定することとした。 

○ 管轄調査の結果は、資料２①のとおりである。  
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（３）当小委員会における検討の結果 

管轄調査の結果を受けて検討を進めた結果、当小委員会としては、「不当労

働行為の管轄」をめぐる問題については、以下のように考えるべきとの結論

に達した。 
ア 不当労働行為の管轄についての基本的考え方 

○ 不当労働行為の救済申立ては、労働組合が団結の目的を実現し、将来に向け

て適切な労使関係を構築していくための、団体行動の一種としての性格を有

する。こうした団体行動の一種という性格に鑑みれば、労働組合が労働委員

会に救済申立てを行うに当たり、組合の活動の拠点がある土地、使用者の所

在地、不当労働行為が行われたとされる地などから組合が選択できるように

することには合理性があり、その選択は尊重されるべきである。  
イ 問題解決に向けた運用改善の取組 

（ア）ウェブ会議の活用 
○ 「被申立人（使用者）が他の都道府県に所在する事件」においては、調査・

審問への出頭に係る使用者の負担軽減、審査の効率的な実施が課題となるが、

審査のやり方を工夫すること、特に調査においてウェブ会議や電話会議を活

用することが有益である。 
○ ウェブ会議をめぐっては、調査に回答した労働委員会から「和解含みの調査

などなじまない場合がある」「審査内容の秘匿性を確保することが課題（で

ある）」などの指摘がされている。こうした課題をめぐっては、当小委員会

の第３回の会議において、あっせんを行う際にオンライン参加する当事者及

び対面で参加する当事者とが、それぞれ労使委員と協議する際、各側の控室

を分けた上で協議するなどの工夫をすることにより対応している事例が紹

介された。さらに、各労働委員会におけるＩＴの活用に係る調査においては、

他の労働委員会からも活用事例の報告を受け、とりまとめることとしている。

こうした事例やノウハウは、速やかに共有を図っていくべきである。 

（イ）労働委員会規則第８７条の活用 

○ （１）アに記載のとおり、在り方検討小委員会においては、「事件の偏在と

その対応」に係る検討の中で、近畿ブロックから、労委規則第８７条を根拠

として、調査・審問等における相互援助等を行う仕組みが提案された。 

○ 当事者に対して対面で調査を行う必要がある場合などは、労委規則第８７条

を根拠として、他の労働委員会に調査を委託することも検討すべきである。

労委規則第８７条を活用していくことは、在り方検討小委員会の成果の一つ

であり、「労働委員会の管轄」に係る問題への対応策としても各労働委員会

において積極的に検討されるべきである。 
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（ウ）組合内の意識疎通の確保について 

○ 管轄調査において、「組合員（紛争の実質的当事者である）が他の都道府県

に所在する場合」を念頭に「組合内の意思疎通の確保」を課題として挙げて

きた労働委員会があった。救済申立てを行うのは組合であり、組合執行部と

組合員との関係は組合内部の自治の問題であって、行政が介入すべきことで

はないが、審査を円滑に進めるために必要と思われる場合は、労働者委員か

ら組合に対し、「（ウェブ会議など活用して）組合員ともっとコミュケーショ

ンをとってはどうか」などと働きかけることが考えられる。 

 

ウ 管轄指定の活用について 
○ 「組合が所在地の労働委員会に申立てを行った場合に、両当事者の同意等を

条件として、労働組合法施行令第２７条に基づく管轄指定を活用して、使用

者の所在地の労働委員会（あるいは事件発生地の労働委員会）に移送する」

ことについて、在り方検討小委員会で検討された。管轄調査においても、一

部の労働委員会から同様の提案があった。 

○ 労働組合法施行令（以下「労組法施行令」という。）第２７条に基づく管轄

指定をめぐっては、過去には、管轄指定を行って、救済申立てを受けた労働

委員会とは別の労働委員会で審査を行うこととした（実質的に移送を行った）

事例があったことが文献から確認できる。しかし、事例は少なく、かつ、昭

和４０年代までの事例であり、相互に関連する事件が別々の労働委員会に申

立てられたケースであったことが窺われる。 

○ 労組法施行令第２７条に基づく管轄指定が現行法上の制度として存在し、現

に適用された事例も存在する以上、両当事者の同意があるなどの場合に、そ

の活用の可能性を否定することはできない。しかし、都道府県労働委員会（以

下「都道府県労委」という。）において中央労働委員会（以下「中労委」とい

う。）に管轄指定を申請するための手続や、中労委において管轄指定を決定

するための手続に一定の時間を要すること、仮に審査に着手してから移送を

行うこととなれば、書面や証拠等の引継ぎの手続が必要となることなど、審

査の遅滞につながるおそれがあることに留意する必要がある。また、救済申

立てがあった段階では、両当事者による主張や立証が行われておらず、組合

からの申立書に基づいて管轄指定の要否を検討することとなるが、申立書だ

けをよりどころに「いずれの労働委員会で審査を行うことが最適か」を見通

して適切な判断を下すことは困難な場合が多いと考えられる。 

○ なお、同様の効果を狙った運用改善の取組として、合同労組が申立人で被申

立人が遠隔地に所在する場合に、諸事情に鑑みて可能であれば、申立書の提

出時等に、被申立人の所在地への申立ても可能であること等を、労働委員会
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から組合に対して確認することも考えられる。 

 

エ 移送制度の創設について 
○ 管轄調査に係る回答において、一部の労働委員会から、労組法施行令等を改

正して、組合が所在地の労働委員会に申立てを行った場合に、当事者間で移

送に関する合意がなされたときは、申立てを受けた労働委員会から合意に係

る労働委員会に直接移送できるようにするという、民事訴訟法第１７条に相

当する移送制度を創設すべきとの提案があった。当小委員会でも、一部の委

員から、こうした制度は「事件の偏在」への対応策ともなり得るとの意見も

あった。 

○ ウまでに検討したとおり、「管轄」をめぐって指摘される諸問題は、ウェブ

会議の活用、労委規則第８７条の活用などの運用改善の取組により相当程度

解決することが可能であると思われる。また、新たな制度を創設することを

検討する前に、まず既存の制度である労組法施行令第２７条に基づく管轄指

定を活用することを考えるべきとの指摘もあり得よう。 

○ さらに、一部の労働委員会から提案があった、新たな移送制度を具体化しよ

うとすれば、「労組法施行令第２７条第１項に基づき管轄を有する労働委員

会以外の労働委員会（事件発生地の労働委員会など）についても管轄を認め

る必要があるのか」、「あらかじめ移送先の労働委員会の同意を得る必要があ

るか」、「審査に着手して以降の移送も認めるべきか」、「両当事者の合意があ

っても、移送先の労働委員会の負担が大きい等の事情がある場合は移送を認

めないことができるか」など多くの検討課題がある。 

○ このため、当面は、ウまでに検討したような運用改善への取組を優先するこ

とが適当である。法改正による移送制度創設の提案については、将来、本報

告書で指摘した点を踏まえてもなお新たな制度の必要性が具体的に明確に

なった場合に、制度的対応を検討する際の一つの考え方を示したものと受け

止める。 

 

 

２ 不当労働行為の除斥期間 
（１）在り方検討小委員会における検討の経過 

ア 問題の所在（労委からの提案） 

○ 不当労働行為の救済申立てが事件発生の日から一年を経過して行われた場

合、労働組合法（以下「労組法」という。）第２７条第２項及び労委規則第３

３条第１項第３号の規定により、救済申立ては却下される。こうした一年間

の「除斥期間」をめぐって、在り方検討小委員会において、 
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 労使関係の実情として、不当労働行為が争われる事件が発生した後も、当事

者が団体交渉によって自主的に問題を解決するための努力が継続されてい

ることが多い。その間、労働関係調整法に基づくあっせん等が活用されるこ

ともある、  こうした努力が継続されたにもかかわらず、結局、当事者間の団交では解決

に至らず、救済申立てが行われることとなった場合、その時点で事件発生か

ら一年を経過していれば、申立ては却下されることになる、  当事者は、一年の期間を遵守しようとすれば、合意による解決を目指す手続

の途中で対立的な申立てを行わざるを得ない。こうした取扱いは正常な労使

関係の回復の障害となる、 
との指摘がなされた。こうした問題点を解決するための方策として、「あっせ

ん手続が先行した場合の労働組合法第２７条第２項の除斥期間の適用につい

ては、あっせんの申請があったときに不当労働行為の救済申立てがあったとみ

なすこととしてはどうか。このような取扱いができれば、調整と審査の両方が

併存している労委の機能をいかすことができるのではないか。」との提案がな

された。  
イ 検討の結果 
○ 「あっせん手続が先行した場合の労働組合法第２７条第２項の除斥期間の

適用については、あっせんの申請があったときに不当労働行為の救済申立て

があったとみなす」との提案については、「調整と審査という二種類の紛争

解決手段を有するという労委の機能をいかして救済の範囲を広げるもので

あり、検討に値する」と評価する意見がある一方、「あっせんを継続中に一

年の除斥期間が経過しそうな場合は、当事者に注意喚起を行うなど運用で工

夫すれば不当労働行為の救済申立を行うことは可能である」、「除斥期間を設

けた趣旨に反しないかなど、検討課題も多い」との意見もあった。 

○ 結局、在り方検討小委員会の「議論のまとめ」においては、一定の結論を出

すには至らず、「調整と審査が併存する労働委員会制度の機能を的確に発揮

できるようにするという観点を踏まえ、除斥期間を設けた趣旨にも十分に留

意しつつ、引き続き、中労委と各都道府県労委が連携して、１年の除斥期間

があることが救済の隘路となった具体的な事例の把握に努めるなど組織的

に取り組み、一定の事例の集積がみられた段階で改めて結論を得ることが適

当である」とされた。また、事例の把握については、「ここでの事例の把握

においては、労働組合があっせんから救済申立てに切り替える際の理由を調

査する必要があるほか、そもそも組合が除斥期間経過を理由に救済申立てを

断念して民事訴訟等に切り替えている実例がないかを調査しなければなら
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ないため、労働組合を対象とした体系的な調査が実施されることが望ましい」

とされた。  
（２）不当労働行為の除斥期間の調査の実施 

○ 当小委員会においては、在り方検討小委員会の「議論のまとめ」の記述を踏

まえ、調査を行うこととした。（以下、便宜上、当該調査を「除斥期間調査」

という。） 
○ 除斥期間調査においては、  不当労働行為申立の事前相談がなされた場合に、労働関係調整法に基づくあ

っせんの申請についても教示するような取組を行っているか、  上記の場合（不当労働行為の事前相談がなされた場合）や申請後のあっせん

が長期化する場合に、１年の除斥期間について、労使への助言（注意喚起）

を行っているか、  除斥期間経過前に、実質的に同一の紛争（「あっせん申請に係る事実と救済

申立てに係る事実がどのように重なっていれば「実質的に同一の紛争」とみ

なしうるか」については、本調査では回答者の判断に委ねた。）について、

あっせん申請と不当労働行為の救済申立てが行われた事例（あっせん申請と

不当労働行為救済申立てが同時に行われた事例、あっせん係属中に不当労働

行為救済申立てが追加で行われた事例、組合があっせん申請を取り下げ、そ

の後に不当労働行為申立が行われた事例、あっせんが不調に終わった後不当

労働行為申立が行われた事例）はあったか、その場合はそのようにした理由

とそのことによる障害の有無等、  あっせん終結後、既に除斥期間を経過していたために不当労働行為の救済申

立てを断念した事例はあったか、  あっせん申請に至らなかったものの、労使協議中に除斥期間を経過したため、

不当労働行為の救済申立てを断念した事例はあったか、  あっせん申請も検討していたが、除斥期間を考慮して不当労働行為の救済申

立てを行った事例はあったか、  労使間で協議を継続中に除斥期間を経過したため、不当労働行為の救済申立

てを却下した事例はあったか、 

など、各労働委員会において、「あっせんの申請」や「労使協議の継続」と「不

当労働行為の救済申立て」との関係において、具体的にどのような問題が生じ

ているのか、網羅的に把握できるよう設問を設けた。 
○ さらに、除斥期間調査においては、労働委員会から該当する事例の回答があ

った場合には、労働委員会を通じて、当該事例の当事者である組合に対して、

「1 年の除斥期間についてどのように考えるのか。」及び「あっせん手続が先
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行した場合の労働組合法第２７条第２項の除斥期間の適用については、あっ

せんの申請があったときに不当労働行為の救済申立てがあったとみなす」と

いう提案について意見を訊くこととした。 

○ 除斥期間調査の結果は、資料２②のとおりであるが、 田委員長代理から、

「「不当労働行為申立の除斥期間にかかる事例等の調査結果概要」について」

が提出された。 

 

（３）当小委員会における検討の結果 

調査結果を踏まえて検討を進めた結果、当小委員会としては、「不当労働行

為の除斥期間」をめぐる問題については、以下のように考えるべきであるとの

結論に達した。 

 

ア 除斥期間調査の結果を受けた検討 

（ア）「除斥期間が正常な労使関係の回復の障害となる」との指摘について 

○ まず、「除斥期間があるために、組合はあっせん係属中（労使協議継続中）

に（対立的な）不当労働行為救済申立てを行わざるを得ないことが、正常な

労使関係の回復の障害となる」との指摘について検討する。 

○ 組合が救済申立てを行ったことが正常な労使関係の回復の障害となったか

どうかを検討する上で参考となる事例は、実質的に同一の紛争について、「あ

っせん申請と不当労働行為救済申立てが同時に行われた事例」又は「あっせ

ん係属中に不当労働行為救済申立てが追加で行われた事例」であるが、これ

に該当する事例として６件の回答があった。これらの事例のうち、実質的に

同一の紛争事項について、あっせん申請と不当労働行為救済申立をともに行

った理由について回答があった３件のうち、１件は個別の事情によるもので

あり、これを除く２件は、それぞれ、「使用者が団体交渉において不誠実な

対応（中略）に終始したので、労働組合としては採れる手段を全て使って解

決を目指そうとしたため」、「あっせん事件が不調となる可能性を考え、不当

労働行為救済申立の除斥期間を考慮して、併行して申立を行った」とするも

のであった。 

○ このうち、後者の事例については、組合が救済申立てを行うに当たり、除斥

期間を考慮したことは確認できる。他方、「救済申立てを行ったことが正常

な労使関係の回復の障害となったか」という点については、組合は、「あっ

せん申請と不当労働行為申立を並行して実施したこと又はあっせん係属中

に不当労働行為申立に切り替えたことによる事案の解決への障害」に関する

設問に対し、「障害という程ではなかったが、あっせんと不当労働行為救済

申立のいずれを選択するかについては悩んだ。不当労働行為の審査は、あっ
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せんと比べて書類作成の負担が大きく、時間がかかるが、そこで救済命令が

得られれば、今後同じような行為が繰り返されないという効果が期待できる。

結果としては一部救済命令を得ることができたので、救済申立を行った効果

はあったと考えている。」と回答している。組合が回答の中で「障害という

程ではなかった」、「救済申立を行った効果はあった」としていることから、

この事例は、「救済申立てを行ったことが正常な労使関係の回復の障害とな

った事例」とはいえない。 
○ 以上より、除斥期間調査の結果、「除斥期間があるために、組合はあっせん

係属中（労使協議継続中）に（「対立的な」）救済申立てを行わざるを得ず、

正常な労使関係の回復の障害となる」ことを窺わせる事例はなかった。 

（イ）「除斥期間が救済の隘路となる」との指摘について 

○ 次に、「労使協議が継続中に除斥期間が経過する場合など、除斥期間がある

ことが救済の隘路となる」との指摘について、調査結果を検討する。 

○ 労使協議が継続中に除斥期間が経過する場合など、除斥期間があることが救

済の隘路となるかどうかを検討する上で参考となる事例は、「除斥期間経過

前に組合があっせん申請を取り下げ、その後に不当労働行為申立が行われた

事例」、「除斥期間経過前にあっせんが不調に終わった後、不当労働行為申立

が行われたものの、除斥期間を経過していたため申立が却下された事例」、

「労使協議中に除斥期間を経過したために救済申立てを断念した事例」又は、

「労使協議が継続中に除斥期間が経過したために、救済申立てが却下された

事例」である。 
○ 「除斥期間経過前に組合があっせん申請を取り下げ、その後に不当労働行為

申立が行われた事例」に該当する事例として１０件の回答があったが、除斥

期間があることが救済の隘路となったと評価できるものはなかった。 

○ 「除斥期間経過前にあっせんが不調に終わった後、不当労働行為申立が行わ

れたものの、除斥期間を経過していたため申立が却下された事例」に該当す

る事例として、３件の回答があった。なお、これら３件の事例は同一の労働

委員会から回答されたものであるが、当該労働委員会では、「不当労働行為

救済申立ての事前相談がなされた場合にあっせんの申請について教示する

取組」、又は「不当労働行為救済申立ての事前相談がなされた場合や労委に

おけるあっせんが長期化する場合に除斥期間について労使への助言（注意喚

起）を行う取組」のいずれも行われていなかった。 

○ 「労使協議中に除斥期間を経過したために救済申立てを断念した事例」等に

ついては、調査票に例示として挙げた事例を除き、確認することができなか

った。 
○ 「労使協議が継続中に除斥期間が経過したために、救済申立てが却下された
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事例」に該当する事例としては、２件の回答があった。 

○ 以上より、除斥期間調査の結果から、「あっせんが不調に終わった後不当労

働行為申立が行われたものの、除斥期間を経過していたため申立が却下され

た事例」に該当する事例として回答があった３件、「労使協議中に除斥期間

を経過したために救済申立てを断念した事例」等について調査票に例示とし

て掲げた事例１件及び「労使協議が継続中に除斥期間が経過したために、救

済申立てが却下された事例」に該当する事例として回答があった２件の計６

件の事例が確認された。 

（ウ）組合からの回答について 

○ （２）に記載したとおり、除斥期間調査においては、回答された事例の当事

者であった組合に対しても、労働委員会を通じて「１年の除斥期間について

どのように考えるのか」及び「あっせん手続が先行した場合の労働組合法第

２７条第２項の除斥期間の運用については、あっせんの申請があったときに

不当労働行為の救済申立てがあったとみなす」という提案について回答を求

めたところ、除斥期間については「除斥期間はさらに長い方がよい」、「労使

関係の実情に応じた弾力的な運営がなされるべき」等の回答があり、かかる

提案については「あっせんの申請があったときに救済申立てがあったとみな

すような制度があれば有益」等の２４件の回答があった。ただし、これらは、

必ずしも具体的な障害への対応策として提案されたものではなく、また、使

用者側からは別の意見が出される可能性があることに留意する必要がある。 

 

イ あっせん申請と救済申立ての選択について 

○ 労使紛争の解決のために、あっせん申請又は救済申立てのいずれを行うか、

あるいは併用するか等は、組合が労使関係の事情などに応じて選択すること

となる。除斥期間調査の結果、実質的に同一の紛争を解決するために、あっ

せん申請と救済申立ての両方が活用された事例も一定数存在することが確

認された。組合が紛争解決のための制度を適切に選択できるようにするため

に、救済申立ての事前相談がなされた機会などを捉えて、あっせんの申請に

ついても教示するなどの取組を行うことは、調整と審査の両方が併存してい

る労働委員会の機能を効果的に発揮する観点から、有益だと思われる。 

○ 除斥期間調査において確認された事例（ア（イ））の中に、仮に、組合があっ

せんが不調に終わった場合には救済申立てを行う意思を有していたにもか

かわらず、あっせんが長期化した結果、除斥期間が経過したために救済申立

てを行う機会を逸したというものが含まれているならば、こうした事例が生

ずることは、調整と審査の両方が併存している労働委員会の機能を効果的に

発揮するという観点から好ましいとは言えない。そこで、あっせんが長期化
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した場合に、除斥期間の経過により組合が救済申立てを行う機会を失うこと

がないようにするためには、労働者委員などから、適宜のタイミングで組合

に対して注意喚起を行うことが有益だと思われる。 

○ 上記のような教示や注意喚起は、既に実践している労働委員会もあり、情報

提供や注意喚起のタイミングややり方など、ノウハウの共有を図っていくこ

とが重要である。 

○ また、委員から「あっせん手続が先行した場合の労働組合法第２７条第２項

の除斥期間の適用については、あっせんの申請があったときに不当労働行為

の救済申立てがあったとみなす制度を設けるべき」との提案があった。この

提案が「あっせん手続が先行した場合」の制度に関するものであることに照

らすと、その必要性を検討するに当たり参照すべき事例は、今回確認した事

例６件のうち、あっせん手続が先行していない「労使協議が継続中に除斥期

間が経過したために、救済申立てが却下された事例」に該当するとして回答

のあった２件を除く４件である。事例の件数が少ないこと、運用による改善

の取組がなされていない事例であることに加え、使用者側の意見聴取を行っ

ていないこと等から、当該提案について直ちに制度化の検討を要するとはい

えないが、 

・除斥期間調査の結果、「あっせんが不調に終わった後不当労働行為申立が

行われたものの、除斥期間を経過していたため申立が却下された事例」とし

て３件の回答があり、「労使協議中に除斥期間を経過したために救済申立て

を断念した事例」等について調査票に例示として掲げた事例１件についてあ

っせん手続が先行していることが確認されたこと 

・除斥期間調査の結果、組合からは、このような提案に基づく制度化が有益

であるとの意見が２４件寄せられたこと 

を踏まえると、当該提案は、将来、あっせんが先行する不当労働行為事件に

関して除斥期間が救済の隘路になるという問題が具体的に明確な形で生じ、

注意喚起などの取組を行ってもなお改善が困難である場合などに、調整と審

査の両方が併存する労働委員会の機能を効果的に発揮する観点から制度的

対応を検討する際の一つの考え方を示したものと受け止めることが適当で

ある。 

 

 

３ 不当労働行為の管轄及び除斥期間を除く制度改正を含む項目 

在り方検討小委員会の「議論のまとめ」において、制度改正を含む項目とし

て同小委員会で検討された項目のうち、既に取り上げた不当労働行為の管轄及

び除斥期間を除くものは次のとおりである。 
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・会計監査人による証明等 
・命令確定後の職権による取消等 

・代理人許可制度の見直し 
・秩序維持、録音禁止等 
・審級省略 
・時効中断効果の付与  

（１）会計監査人による証明等 
「会計監査人による証明等」については、中小規模の組合が公認会計士等に

委嘱するのは財政的な負担が大きく現実的でない、労働組合に対して事実上

困難なことを強いて救済申立てを行う道を狭めているのではないか、などと

して、必ずしも「職業的に資格がある」会計監査人に限定しないこととして

はどうか、との労委からの提案があったものであり、在り方検討小委員会の

「議論のまとめ」では、都道府県労委からの要望が多い項目であり、制度改

正の要否について真摯に検討すべきものであるとして、問題意識は厚生労働

省の担当部局とも共有された。 

この項目も法律改正が必要となることから、現時点では、実現に向けた議

論を進められる状況にはなく、将来、同様の政策課題の検討が具体化する機

会を捉えて関係機関と問題意識を共有することが適当と考えられる。 

なお、「議論のまとめ」においては、資格審査で「適合」とされるために形

式的に規約の修正を行う組合も見られるのではないかとの指摘もあったが、

会計監査人の証明を含む組合規約の審査については、「労働委員会が、労働組

合規約の労組法第５条第２項の規定に適合するか否かを審査するに当たって

は、組合規約の法第５条第２項各号に関する規定が実際に如何に履行されて

いるかは組合自身の責任において調べるべき」（昭和２５年中労委文発第１２

２号）であるので、引き続き適切に対応することが適当である。  
（２）命令確定後の職権による取消等 

「命令確定後の職権による取消等」においては、救済命令の取消訴訟等に

おいて訴訟上の和解が成立した場合や、救済命令が確定した後に関連訴訟に

おいて救済命令の内容を含む包括的な和解が成立した場合に、救済命令を失

効させることができず、労働組合に履行を求める意思がなかったとしても、

裁判所への不履行通知を行う義務が課せられることが問題とされた。 

この問題については、「救済命令を発出した後の当該事件に係る労使関係を

労働委員会がどこまでフォローしなければならないか」という議論が必要で

あるが、いずれにしても上述の問題が生じる頻度は高くないと見込まれるこ
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と、在り方検討小委員会の「議論のまとめ」にあるように、実務上の対応とし

て、訴訟において和解が成立する期日の直前に、当事者から申立てをしても

らって労働委員会による和解の認定を行い、救済命令を失効させることや、

和解条項に「組合は救済命令の履行を求めない」旨を盛り込むことにより、

少なくとも二次的な紛争の発生は回避する手法があることから、事件数の少

ない労働委員会が対応に困ることのないよう、こうした手法を共有すること

が有益と考えられる。  
（３）代理人許可制度の見直し 

「代理人許可制度の見直し」については、審査実務では、弁護士が代理人

となる場合についても労委規則第３５条第４項の許可を必要としていること

について、弁護士法第３条の規定があるにもかかわらず許可を必要とする合

理的理由はないのではないかなどとして、弁護士が代理人となる場合は、労

委規則第３５条第４項の許可を不要とし、例えば届出制としてはどうかとす

る労働委員会の意見があったものである。 

「議論のまとめ」においては、許可制について、それを維持すべきである

との意見と許可制は廃止し届出制とすべきとの意見の両論が提示され、労働

委員会からの提案の当否について、この段階で一定の方向性を示すことがで

きず、両論の当否を中心として、引き続き議論を続けていくことが適当とさ

れた。 
しかしながら、この項目については、「議論のまとめ」の後、弁護士からの

代理人の許可申請をめぐる問題が生じた事例等は新たに把握されていないこ

とを踏まえると、当分の間、現行の制度の趣旨を踏まえて運用を続けていく

ことが適当である。  
（４）秩序維持、録音禁止等 

現行の労委規則は「会長は、（中略）審問を妨げる者に対し退廷を命じ、そ

の他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる」（第４１

条の７第７項）として、審問に関する会長（審査委員）の秩序維持権を明文で

定めている。他方、調査については、「審査は、会長（第３７条第２項により

「審査委員」と読替え）が指揮して行う」と定められており、会長（審査委

員）の審査指揮権（第３５条第２項）が適用されるが、秩序維持等に関する特

段の規定は存在しない。このため、労働委員会から、労委規則において、調査

における秩序維持、録音禁止等に関する規定を整備してはどうか、との意見

があったものである。 
これについて、「議論のまとめ」では、まずは、秩序維持等に関する内規や
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申合せにより対応している事例の収集、共有を図るとともに、調査における

内規等による指示等も法令に基づく審査委員の審査指揮権を根拠とするもの

であることの周知徹底を図ることにより対応していくことが妥当とされ、そ

の上で、上記の対応を行ったにもかかわらず、なお問題が生じた具体的事例

等の収集を行いながら、調査の態様に応じた秩序維持の在り方について、必

要に応じて労委規則を見直すことも視野に入れて、引き続き検討していくこ

ととされた。 
この問題について、 

○ 当小委員会では、福岡県労働委員会の事例（調査において、審査委員から

当事者に対し、録音は労委規則第３５条第２項に基づく労委の申合せにより、

録音を禁止している旨説明したが理解が得られず、対面による調査を中止し

て書面のやりとりで審査計画を作成することとなり、審査の進行が大幅に遅

れたとするもの）を踏まえ、委員から、労委規則において調査における録音

を禁止する旨の規定が必要ではないかとする旨の提案があった。 
○ この提案は、労働委員会の独自の申合せや内規により録音禁止等を定めて

も、当事者や代理人が従わない場合もあることから、労委規則において同旨

の規定を整備してはどうかとするものである。しかし、現行規則上も、調査

において審査委員が審査指揮権に基づいて当事者等に録音を禁止すること

は可能である。このため、仮に労委規則に録音禁止の規定を設けたとしても、

それにより新たな措置を講じることができるようにはなるものではなく、規

定を整備する意義が明らかとはいえない。 
○ また、調査が多様な形態で行われ、進行上様々な問題が生じうるなかで、

録音禁止など個別の場合について規定を設けると、それ以外の行為は禁止さ

れていないという反対解釈の余地が生じ、審査委員の審査指揮をかえって制

約するおそれもある。 
○ 結局のところ、審査を進めるに当たり、審査委員の指示に従わない当事者

に対しては、福岡県労働委員会の事例のように、当事者に理解を求める、そ

れが困難な場合に代替措置を講じるといった対応を適切に組み合わせて対

応することが望まれるのであり、その際の当事者への説明の仕方や代替措置

の内容について、各労働委員会における工夫や経験を共有することが重要で

ある。  
（５）審級省略 

「審級省略」については、中労委が発出した救済命令等に係る取消訴訟に関

し、地方裁判所における審理を省略し、高等裁判所で審理を開始することと

することにより、決着までの期間を短縮し、救済命令の実効性を上げようと
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するものである。 
「議論のまとめ」では、「審級省略」について引き続き実現を目指すべきと

され、 こうした方向性は厚生労働省の担当部局とも共有されたが、現時点で

は、実現に向けた議論を進められる状況にはない。この課題が司法制度改革

や平成１６年の労働組合法改正において検討された経緯があることも踏まえ

ると、本件については、引き続き審査の迅速化、的確化などに努めつつ、将

来、同様の政策課題の検討が具体化する機会を捉えて関係機関と問題意識を

共有することが適当と考えられる。  
（６）時効中断効果の付与（※） 

「時効中断効果の付与」では、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

を改正して、都道府県の個別紛争のあっせん業務について、時効中断の効果

を付与することが提案されているが、労働者から紛争の対象となっている権

利について時効の完成が近づいている旨の相談があった場合には、必要に応

じ、労働委員会における相談・助言の一環として、相手方当事者に対して催

告を行うことにより時効の完成を猶予させることが可能である旨を情報提供

することが考えられる。 
※個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第１６条の規定は「時効の中断」

が「時効の完成猶予」に改正された。（令和２年４月施行）  
（７）小括 

  制度改正を含む項目に関する在り方検討小委員会の「議論のまとめ」は、既

に厚生労働省の担当部局に共有されているが、個別の論点ごとに制度改正を

行うのは現実的ではなく、また、制度改正を直ぐに行いうる状況にもないと

考えられる。 
このような状況に鑑みれば、各々の課題に対しては、ここで掲げた提案も参

考に、運用上の工夫により対応することが望まれる。   
第４ おわりに 

 当小委員会においては、在り方検討小委員会の「議論のまとめ」において引き

続き検討を行うべきとされた、管轄及び除斥期間等の８項目について、まず優先

して検討を行った。 
 管轄及び除斥期間については、「事例の収集、実態の把握」が在り方検討小委

員会以来の課題であったが、当小委員会において、各都道府県労委のご協力によ

り、短期間のうちに具体的な事例を幅広く収集し、実態の把握が行われたことは
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大きな成果である。 
各都道府県労委からは、調査を通じ、事例とともに具体的な取組が多数報告さ

れた。また、当小委員会においては、いくつかの検討項目について、運用面での

工夫により一定程度解決可能であり、具体的な手法・ノウハウを労働委員会の間

で共有していく重要性が確認された。本中間報告を受け、今後、在り方検討小委

員会の成果であるＬＧＷＡＮ上の「運用改善取組事例フォーラム」を一層活用す

るとともに、各種の研修、会議等を通して、中労委と各都道府県労委間やブロッ

ク内労委間、その他労委間で、運用改善の取組の共有化を図っていくことが重要

である。 
本中間報告は、厚生労働省の担当部署とも共有し、将来、各項目に関連する政

策課題が検討される際に、参考とされることが望まれる。 

 今後は、さらに、労働委員会における新たな課題である、IT 活用や社会経済

情勢の変化を見据えた中期的なあり方について、検討を進める。    
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労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会設置要綱���
１� 任務�
全国の労働委員会が直面する諸課題を具体的かつ網羅的に整理した「今後の

労働委員会の在り方検討小委員会の議論のまとめ」で引き続き検討すること

とされた項目の検討に加え、労働委員会が取り扱う事件数の減少や事件の偏

在と労委間の事件数の格差、行政手続のＩＴ化等最近の労働委員会をめぐる

課題、さらには、最近の労働法制や働き方の変化に対応した今後の労働委員

会の新たな役割等について検討を行う。��
２� 設置期間�
小委員会の設置期間は２年間とする。ただし小委員会の決定により延長する

ことができる。��
３� 構成等�
⑴ 小委員会は公労使各委員４名をもって構成し、公益委員の中から委員長及

び委員長代理を選任する。�
⑵ 委員の構成は次の通りとする。�
① 公益委員� � ４名（北海道・東北、関東、近畿、中労委）�
② 労働者委員� ４名（中部、近畿、四国、中労委）�
③ 使用者委員� ４名（関東、中国、九州、中労委）�
④ オブザーバー委員（次期委員候補者）�

⑶ 人選�
① 公益委員� 全労委運営委員長が指名する。�
② 労使委員� 労使各側の推薦により、全労委運営委員長が指名する。�
③ オブザーバー委員� �

全労委運営委員長が指名する。ただし、労使委員に関しては�
労使各側の推薦による。�
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ブロック 労　委 氏　　名 現　　職

北海道・東北 北海道 國武　英生 小樽商科大学商学部企業法学科教授

関　　東 東京 川田　琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授

近畿 滋賀 𠮷𠮷田　和宏 弁護士

中労委 両角　道代 慶應義塾大学法務研究科教授

中　　部 岐阜 栗本　理花
日本労働組合総連合会岐阜県連合会副事
務局長

近　　畿 大阪 岡田　陽平
日本郵政グループ労働組合近畿地方本部
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労働委員会の管轄（労組法施行令第 27条第 1 項）にかかる支障事例等の調査結果概要    

（注）調査対象期間：最近３年間（平成 31 年 1月～令和 3 年 12 月）に初審が終結した

事件（再審査中のものを除く。）。ただし、この期間内の事例がない労委は、過去 10 年

以内に該当事例があることが把握できた場合には、それらの事例も調査対象に含めた。  
１ 各都道府県労委において、平成３1年１月～令和３年１２月末に終結した合同労組

から救済申立てがあった事件のうち、被申立人（使用者）が他の都道府県に所在する

ものの件数について（不当労働行為が行われたとされる事務所の所在地が貴都道府県

内であると認められる事件を除く。）  
 ①最近 3 年間に有    ８労委  154 件 

  50 件以上が１労委、40 件以上が２労委と、関東、近畿の大都市圏労委に集中傾向。 

  ※東京（56件）、大阪（49 件）、神奈川（40件）、３労委計 145 件［94.2％］  
 ②３年超 10 年以内に有 ８労委 17 件    … ①で該当がなかった労委が対象  
 ①＋②：       １６労委〔34.0 ％〕 … 設問２以下の回答対象となる労委   
２ １に該当する事件があった労委のうち、申立人に対して、被申立人の所在地の労委

への申立ての検討の提案の有無について  
  提案したことがある  １労委 

  提案したことはない １５労委 

  （該当なし ３１労委）   
３ １に該当する事件があった労委のうち、被申立人に対して負担を軽減する対応の有

無について           
  行った   ４労委 
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  行わない １２労委 

  （該当なし ３１労委）  
【軽減措置の内容】 

  ・電話回線・ウェブ会議による調査の実施    ３労委  

  ・調査期日を夜間に設定（業務への影響考慮）  １労委   
４ １に該当する事件について、申立地と被申立人の所在地の都道府県が異なることに

より、何らかの支障が生じた労委・事件数について 

 （注）ここでは、結果として支障は生じなかったものであって、「支障有り」の回答

があったものについては、機械的に支障有りの件数に含めた。  
   支障が生じたと回答した労委         ８労委 

   支障が生じたものとして挙げられた事件数   １５件  
  【生じた支障（・被申立人からの希望）等と対応の例】 

  ○被申立人が調査出席を拒んだ 

 ⇒電話調査を予定した（第 1回調査期日前に取下げ） 

 ⇒審査計画策定を含む大半の手続を文書により対応し、電話による意向確認を実

施。調査期日は申立人のみ出席して１回実施。その後の審問期日に被申立人と

面談し、以降電話で密に連絡を取り被申立人の和解の意向を確認し、その結果

を基に委員・事務局で協議。最終的に和解した。  
○日程調整が困難だった（被申立人の移動時間の都合、コロナ禍での長距離移動の

忌避） 

 ⇒申立人・被申立人双方出頭を要しない調査期日には、申立人のみの出頭により

実施 

  規則の改正により調査においてウェブ会議の利用が可能となる前だったため、

被申立人の都合に合わせるよう日程を調整  
  ○被申立人所在地の都道府県内の労委での審理を希望する移送申立書の提出や抗議

等が行われた。 

   ⇒公益委員会議で、移送要件を満たさないことを確認し、移送・管轄指定請求を

しない旨確認・決定 

⇒政令 27条による管轄の規定を説明（但し、被申立人が調査に非協力的であっ 
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たものあり） 

 

 

５ ４に挙げた事例、類似事例等を踏まえ、申立地と被申立人の所在地の都道府県が異

なることから生じる支障に対する主な改善方策の提案について 

     

（１）改善方策 

 

     ➢：改善方策に付随する効果 

   ・：改善方策による対応で残る課題として挙げられたもの 

 

  ○電話会議・ウェブ会議の活用 （７労委） 

   ➢被申立人が代理人のみを調査に参加させる場合、一度持ち帰り、被申立人と協

議した結果を回答していたが、電話会議・ウェブ会議の活用により、効率化が

期待できる。（労） 

   ➢被申立人が申立労委から遠隔地に所在することから生じる負担・支障の軽減策

としてウェブ会議を活用すべき。（労） 

   ➢労委に出頭の場合は、終日時間が取られることがあり得るため、調査期日の設

定が困難。審査の長期化を防止するためにもオンライン調査を実施すべき。（全） 

    

   ・和解含みの調査など、事件の内容や進行状況によってはオンライン調査になじ

まない場合もある。（全） 

   ・被申立人の所在地が遠方の場合、個別に解決への提案・説得が必要なときに対

面で行う方が効果的な場合がある。（使） 

   ・審査内容の秘匿性をどのように確保するかが課題。（全） 

・現在、審問ではウェブ会議を使用できない。－まもなく審問手続に入るので苦

慮（全） 

     

※ウェブ会議による調査において、和解協議など当事者と個別に話をする場合

に備え、調査会場を申立人側と被申立人側の２つに分けるなどの工夫を行い

つつ実施している例がある。（全） 

 

  ○申立人に「被申立人所在地の労委で取扱う方が、組合及び組合員にとって好都合

となる場合もあるのではないか」との投げ掛けを行う（全） （１労委） 

 

○審査手続見通しを早期に立てること、複数期日の事前設定、調査・審問回数の絞
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り込み等、計画的な審査の進行（全） （１労委） 

 

  ○委員会の相互援助（労委規則 87 条）の活用（全） （１労委） 

    ①労委規則第 87 条を活用した調査・審問等における相互援助（委員の審査援

助、事務局職員の併任）、②事務局職員の研修派遣・受入、③審問等の情報共

有（以上、近畿パッケージ。審査ノウハウの維持・継承も目的） 

   

  ○和解含みの調査の際に、申立人組合と他県に所在する組合員本人との間で密接な

連絡等を行うよう助言（公・労） （１労委） 

   

 

（２）検討課題として挙げられた主なもの  〔別紙参照〕 
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  労働委員会の管轄(労組法施行令第27条第１項）

  にかかる支障事例等の調査結果
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      （件）

H31～R3 H24～H30         計

該当労委数 8 8 16

該当事件数 154 17 171

（注）

 原則、H31～R3までの3年間で該当があった労委と該当事件数を把握した。

さらに、この3年間で該当がない労委について、H24∼H30について把握した。

（参考）

 本調査で把握した該当事件数の約85％（145件）を東京、大阪、神奈川の３労委で占めている。

 H31年～R3年に限ると、これら３労委で約94％を占めている。

設問（１）各都道府県労委において、平成３１年１月～令和３年１２月末に終結した合同労組

から救済申立てがあった事件のうち、被申立人（使用者）が他の都道府県に所在するものの件

数をお答えください。ただし、不当労働行為が行われたとされる事務所の所在地が貴都道府県

内であると認められる事件を除きます。
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番号１: 提案したことがある

番号２: 提案したことはない

該当せず: (1)に該当する事件無し

番号 件数 割合

1 1 2.1%

2 15 31.9%

該当せず 31 66.0%

    （参考）回答１の具体的内容について

設問（２）（１）に該当する事件のうち、申立人に対して、被申立人の所在地の労働委

員会への申立ての検討を提案したことはありますか（上段プルダウン選択）。ある場

合、問題が生じたことがあれば具体的にお答えください。

発生地の労働委員会にも申立ては可能である旨説明したところ、申立人から

は、申立人がX県に所在しているため、X労委に申し立てたいとの説明があっ

た。
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番号１: 行った

番号２: 行わない

該当せず: (1)に該当する事件無し

番号 件数 割合

1 4 8.5%

2 12 25.5%

該当せず 31 66.0%

    （参考）回答1の具体的内容について

①コロナ禍においては、電話回線による調査を実施した

設問（３）（１）に該当する事件のうち、被申立人に対して負担を軽減する対応を行ったことはありますか（上段プルダ

ウン選択）。行った場合、その内容をお答えください。

②不当労働行為救済申立事件において、被申立人の所在地が遠隔地であったため、会社側当事者の移動に負担

がかかっていた。したがって、当委員会としては、移動の負担を考慮し、結審日の際、特段複雑なやり取りが

想定されていなかったことからウェブでの期日を実施する対応を行った。

③被申立人の要望により、調査期日を業務への影響が小さい夜間に設定した。

④被申立人からの申出により、オンライン調査を２回実施(被申立人住所地は、事件①：愛知県、事件②：愛媛

県)
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労委 事例

B

①事件終結年 令和2年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 B県

被申立人 Y有限会社（宿泊業） α県

③事件の概要

 被申立人は、申立人の３度の団体交渉申入れに対して、コロナ禍であることを理由に、電話若しくはテレビ会議又はB

県外での団体交渉に固執し、B県内での団体交渉に応じていない。その対応は、労働組合法第７条第２号に該当する不

当労働行為である、として申し立てられた事件である。

 ４回の調査を経て和解が成立し、終了している。

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

 被申立人から、コロナ禍でありながら調査の都度B県まで赴かなければならないことに対する不満が聞かれた。

⑤支障への対応内容及び結果

 ウェブ会議により会議を開催することを可能とする労働委員会規則改正前であったため、被申立人に対して事情を説

明し、被申立人の都合にできるだけ沿うよう日程の調整をしたところ、調査に出席してくれた。

C

①事件終結年 令和２年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 C県

被申立人 Y株式会社（運輸業） α県

③事件の概要

 平成３０年１２月２２日に、申立人が組合員へのパワハラ及び労働債権（サービス残業）についての団体交渉を申し

入れたところ、同組合員が既に退職していることを理由に、団体交渉に応じられない旨が回答された。また、申立人が

平成３１年１月１２日に部長でなく、会社としての回答を求めたところ、同年２月５日に、代表取締役名の回答書に

よって、改めて団体交渉には応じられないとの意向が示された。

 本件は、当該団体交渉の拒否が労働組合法第７条第２号（不誠実団交）の不当労働行為であるとして、申立人から救

済申立てがあった事案である。

（注）組合員は、Y会社にβ県で現地雇用されていたが、退職後、C県に転居し、申立人組合に加入した。

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

当委員会では、基本的に委員調査は申立人及び被申立人の双方が出頭する方式を採っているが、被申立人側の移動時間

の都合で、通常よりも日程調整が困難であった。

⑤支障への対応内容及び結果

申立人のみ出頭する形で第１回委員調査を開催した。

→①同判断をするまでに時間をかけてしまい、通常よりも開催が遅れた。

 ②和解のための事情聴取は、当事者が出頭し、参与委員が対面する形が最もよいと考えているが、その機を１度逃し

たような形になった。

（４）（１）に該当する事件について、申立地と被申立人の所在地の都道府県が異なることにより、何らかの支障が生じたもの

について、以下の項目に沿い状況等を記載してください。

（※最近３年間に終結した事件について複数事例がある場合は、事例毎に記入欄を追加して記入してください。なお、個人名は

必ず匿名化してください。）

<注>回答（回答労委名、申立人・被申立人の所在地等）の匿名化に当たり、都道府県は区別せず、○労委、○県と表記した。
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（事例１）

①事件終結年 令和３年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 E県

被申立人 Y有限会社（建設業） α県

③事件の概要

 α県に所在する会社に勤務していたミャンマー人の技能実習生が、勤務態度の悪さ等を理由に会社の社長から退職及

び帰国を勧められ、合意書類にサインさせられた。

 これを受けて当該技能実習生が組合に加入し、組合が会社に対して団体交渉を申し入れたが、会社は団体交渉を拒否

した。

④生じた支障の内容

〔事務局案〕

 本件申立てがあった旨を事務局から会社に連絡したところ、会社の社長から、「会社はα県にあり、E県に支店等も

ないため、E県には行けない。」との発言があり、対面での調査が実施できない可能性があった。

⑤支障への対応内容及び結果

 事務局から会社社長に対して電話調査の方法もある旨案内したところ、電話調査を希望する旨の申入れがあった。

 その後、α県で自主的に団体交渉が行われ、その交渉結果を受けて、第１回調査期日前に事件が取り下げられた。

E

（事例２）

①事件終結年 令和３年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 E県

被申立人 Y1株式会社（建設業）、Y2協同組合（監理団体） α県

③事件の概要

 技能実習生を受け入れてとび工事等を行う建設業を営んでいるα県所在の会社において、組合員である３名のベトナ

ム人技能実習生が解体工事現場で死亡する事故が発生した。

 これを受け、組合が、会社及び監理団体（協同組合）に対して、事故の事実関係を明らかにすること、組合員遺族ら

の労災申請に協力すること等を求めて団体交渉を申し入れた。

 会社らが、組合員３名が組合員であることを示すものの提示を求めたところ、組合は、まず団体交渉に応ずるよう求

めるなどして、団体交渉は開催されなかった。

④生じた支障の内容

〔事務局案〕

 会社及び監理団体の関係者がα県から来庁していたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、「E県に来るのが怖

い。」と申し出るようになった。

⑤支障への対応内容及び結果

 本件の進捗状況等を踏まえ、第４回調査期日においては、被申立人の出席を求めなかった。

 第４回調査期日後に、申立人から本件申立てを取り下げる旨の意向が示されたため、推移を見守っていたところ、申

立人の都合により本件が取り下げられた。
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（事例３）

①事件終結年　令和２年

②事件の当事者

申立人　X組合　E県

被申立人　Y株式会社（製造業）　α県

③事件の概要

　α県に所在する会社が、新型コロナウィルス感染症による影響を理由として休業を実施し、また従業員10名に対して

解雇する旨を通知したため、従業員の一部が組合を結成した（組合員はα県に住所を有しているが、組合の住所地は上

部労働組合の住所地と同じE県の住所となっており、会社とのやりとりは上部労働組合の担当者が行っていた。）。

　組合は、会社に対して解雇の撤回等を求める団体交渉を申し入れ、α県の会社本社において第１回団体交渉が行われ

たが、会社は解雇の撤回に応じず、更なる従業員の解雇を予定しているなどと述べた。

④生じた支障の内容

〔事務局案〕

　本件申立て後、第１回調査期日前に、会社代理人から、本件をα県労働委員会に移送する旨の決定を求める移送申立

書が提出された。

　移送申立ての理由の要旨は、以下のとおりであった。

「組合員はいずれもα内に住所を有している者であり、組合結成大会も団体交渉もα県β市において実施されているこ

とから、組合としての実態がE県に存在するのか疑わしい。一方会社は団体交渉もα県β市本店所在地とし、その他の事

業所・工場も全てβ市内及びα市内にある。したがって御庁で手続きを実施する必要性はない。」

⑤支障への対応内容及び結果

　公益委員会議において、要件を満たさないため、移送及び管轄指定請求をしない旨が決定された。

　その後、第１回調査期日前に、当事者間で和解が成立し、本件が取り下げられた。

�

①事件終結年　平成26年

②事件の当事者

申立人　X合同労組　I県

被申立人　Y法人（NPO法人）　α県

③事件の概要

法人が組合員２名（A・B）に嫌がらせを行い、Aを自主退職に、Bを休職に追い込んだことが不当労働行為として申し立

てられた事件

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

上記Bは休職中ではあったものの、組合員として審査手続に参加していたが、休職の理由である適応障害のため、出頭に

負担が生じていた。また、法人も小規模な障害者就労支援施設であり人員体制に余裕が乏しく、出頭に負担が生じてい

た。

⑤支障への対応内容及び結果

前記のとおり、調査期日は法人に配慮し夜間開催してきたが、審問開始後は逆に組合側から昼間開催の要望もあり、昼

間開催とせざるを得ず、実際に審査に参加する関係者、証人の出頭に負担が生じざるを得なかった。

�

（事例１）

①事件終結年　平成29年

②事件の当事者

申立人　X合同労組　J県

被申立人　Y会社（建設業）　α県(J県からは遠方)

③事件の概要

組合加入した組合員に皆勤手当を支給せず、配置転換を命じ、さらに、除草作業等を命じたり、帰宅を命じたりして賃

金を減額。また、別の組合員について、別会社への転籍を命じた。(一部救済)

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

会社社長からJ労委での審理等について労働委員会会長及び知事あて文書抗議あり。

(それ以前にも、遠方から出向くこと(負担)に関して、口頭による異議あり)

⑤支障への対応内容及び結果

政令27条により当委員会の管轄である旨をそれ以前から説明（抗議文書そのものに対しては特段の対応なし）。
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（事例２）

①事件終結年 平成29年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 J県

被申立人 Y会社（運輸業） α県（J県からは通勤圏内)

③事件の概要

組合員がストライキを行ったことを理由に、会社は、組合員に業務を与えないなどの報復を行った。(取下げ)

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

会社がα県労委への移送を希望した。

α県で組合員との訴訟が係属しており、被申立人としては本件のみ審査等がJ県で行われることに違和感があったと思わ

れる。

⑤支障への対応内容及び結果

政令27条により当委員会の管轄である旨を説明（特段の対応なし）。

J

（事例３）

①事件終結年 平成31年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 J県

被申立人 Y会社（運輸業）ほか α県(J県からは通勤圏内)

③事件の概要

会社は、ストライキ解除後も組合員に業務を与えず、与えても非組合員と比較して減らすなどの差別を行い、団体交渉

についても事実上の拒否を行った。(一部救済)

（事例２に関連する事件）

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

会社はα県労委での審査を希望した。

α県であっせんが係属していたこともあり、J労委での審査に違和感があったと思われる。

そのため、調査には非協力的で、実情把握が難しかった。

⑤支障への対応内容及び結果

政令27条により当委員会の管轄である旨を説明（特段の対応なし）。

L

①事件終結年 平成２３年

②事件の当事者

申立人 X1合同労組、X2組合 L県、α県

被申立人 Y株式会社（運輸業） α県

③事件の概要

別組合に対する経済的利益の付与、組合員に対する減給処分等、団体交渉申入れの拒絶が労働組合法第７条第１号、第

２号及び第３号に該当するとして、申立があった（関与和解）。

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

被申立人が答弁書において、①被申立人の営業区域がα県内であること、②組合員の住所がいずれもα県内であるこ

と、③申立人が不当労働行為が行われたと主張する場所がいずれもα県内であること、④双方がL県労委に出頭するのに

２時間以上要すること、等を理由としてα県労委への移送を申し立てた。

⑤支障への対応内容及び結果

公益委員会議で確認のうえ、第1回調査の際に審査委員から双方に対して、L県労委が管轄権を有することに問題はない

と考える旨説明した。その後の審査手続き及び和解協議に当たって特段の支障は生じなかった。
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①事件終結年 令和３年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 M県

被申立人 Y株式会社（建設業） α県

③事件の概要（申立人の主張）

 Ａ氏（ベトナム人 以下「Ａ氏」という。）は、平成31年1月に来日し，外国人技能実習生として被申立人（以下「会

社」という。）で働いていたが、令和２年８月30日に出勤すると「休みすぎじゃ。」などと怒鳴りつけられ、Ａ氏は社

長からまた殴られると思い、とっさに近くにあったスパナを持ったところ，社長は「もういい，寮に帰れ。」と言い、

寮に帰された。翌日、社長の父親である会長は、寮にいたＡ氏を護身用の杖で突き、左目の下が腫れあがった。後日、

Ａ氏は、監理団体であるＣ協同組合から退職届を見せられ、「何も言わずに仕事を辞めたら，次の仕事を探してあげ

る。」と言われ、退職届にサインした。2か月経っても仕事の紹介はなく、10月20日、β県で行われた労働相談ホット

ラインに相談し，申立人（以下「組合」という。）を紹介され、Ａ氏は組合に加盟した。同月30日，組合は会社に対し

て，組合加入通知書及び団交要求書（団交日：12月4日，団交議題：Ａ氏への暴行、解雇予告手当・生活費の支払）を

郵送した。12月2日、社長から組合委員長に電話があり、「今週中には連絡する」等と言ってきたが、連絡はなかった。

同月11日，連絡がないため、組合委員長から社長に電話したところ、「コロナのことがあるから，文書でのやりとりに

したい。」と主張し、面会を拒否した。同月28日、組合は再度団交要求書を送付したが、その後、会社から連絡はな

く、組合は、会社が団体交渉に応じる意思がないと判断した。会社の対応は、コロナウイルスの感染拡大を口実にした

団交拒否である。

④生じた支障の内容

調査期日に被申立人が出頭せず，その後，被申立人の破産手続開始により申立てが取り下げられたため，支障が生じる

状況にまで至っていない。〔公労使・事務局同一回答〕

⑤支障への対応内容及び結果

同上

N

（事例１）

①事件終結年 令和２年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 N県

被申立人 Y株式会社（飲食業） α県

③事件の概要

 外国人技能実習生Ａは、平成３０年１２月頃、会社の常務から「仕事がないので、帰国した方がいい」とたびたび言

われるようになり、強制帰国をさせられるのではないかと恐れたため、母国での正月休暇が終わった平成３１年２月、

会社には戻らず、N県在住の親戚宅に身を寄せ、組合に加入した。

 同年３月、組合は、会社に対しＡの組合加入を通知するとともに、Ａの労働条件及びＡに対する帰国の強要を議題と

する団交を申し入れ、以降合計４回団交申入れを行ったが、会社が、β県（会社の代理人弁護士の事務所）又はα県で

の開催に固執し団交に応じなかったことが労組法７条２号の不当労働行為であるとして申立てがあった事件。関与和解

により終結した。

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

・被申立人から、遠方のため調査期日には出頭できない旨の上申書が提出され、調査には申立人のみが出席したため、

調査期日において和解についての協議を行うことができなかった（調査期日は１回のみ、審問には被申立人も出席）。

・和解協定書締結時には技能実習生Aがすでに帰国していた。

⑤支障への対応内容及び結果

・審査計画の策定を含む大半の手続を文書のやりとりにより行った。

・使用者側参与委員が審問期日に被申立人と面談ができ、その後被申立人と電話で密に連絡をとり、被申立人の和解に

ついての意向を確認、その結果をもとに公労使委員及び事務局で協議を重ねた。

・帰国した技能実習生Aについては、委任状を提出させ、和解協定書に添付した。
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（事例２）

①事件終結年 令和２年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 N県

被申立人 Y法人（社会福祉法人） α県

③事件の概要

 組合が法人に対し、法人の従業員の組合員Ａへのパワーハラスメントによる被害及び賃金未払いについて、N県内で

団交を行うよう申し入れたところ、法人が、遠方であるとして、α内を団交の場所として提案するなどし、団交に応じ

なかったことが、労組法７条２号の不当労働行為であるとして申立てがあった事件。無関与和解により終結した。

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

・特になし（調査を１回行ったが、調査期日には被申立人も出席）。

⑤支障への対応内容及び結果

－

N

（事例３）

①事件終結年 令和３年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 N県

被申立人 Y法人（医療業） α県

③事件の概要

 Aは法人で勤務していたが、平成３１年４月に退職し、その後令和元年６月に組合に加入した。組合は法人に対し、A

の法人での就労期間中に生じたパワーハラスメントや時間外労働に対する未払い賃金、出張手当の不支給等の問題解決

を議題として、β市やγ県での団交を申入れたが、法人はα市以外の開催には応じかねる旨回答し、団交に応じなかっ

たことが労組法７条２号の不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。当県労委は、組合が労組法２条の要件を

欠いており、労組法に規定する手続に参与し、同法による救済を受ける資格を有するものであると認めることはできな

いとして、申立てを却下した。

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

・特になし（調査を２回実施。第１回調査の前に、被申立人から、本件事件に関する手続をα県労委に移送するよう求

める旨の上申書が提出されたが、管轄違いではないため移送はできない旨労委から回答し、第１回調査には被申立人も

出席。第２回調査は組合資格審査のための調査であったため、被申立人の出席は求めていない）。

⑤支障への対応内容及び結果

・第１回調査の前に、本件手続については、N県労委で行う旨、会長名の文書により回答を行った。

N

（事例４）

①事件終結年 令和３年

②事件の当事者

申立人 X合同労組 N県

被申立人 Y株式会社（運輸業） α県

③事件の概要

 Ａは、平成１５年５月に会社に入社し、令和元年１２月、組合に加入した。組合は、会社に対し、Ａに係る賃金減額

の無効を前提とする差額賃金及び休日労働に対する未払賃金の支払等を議題とし、団交を申し入れたが、会社は、組合

に対し、いずれの要求にも応じられない旨回答、その後、Aは会社を定年退職した。組合は、N市内での団交開催を要求

したが、会社は、新型コロナウイルス感染症の影響があるため、県をまたぐ移動はすべきでない旨回答、その後、組合

の６回に渡る団交申入れに対し、会社が応じなかったことが、労組法７条２号の不当労働行為であるとして申立てが

あった事件。当県労委は、組合が労組法２条の要件を欠いており、労組法に規定する手続に参与し、同法による救済を

受ける資格を有するものであると認めることはできないとして、申立てを却下した。

④生じた支障の内容

〔公労使・事務局同一回答〕

・特になし（調査を１回行ったが、調査期日には被申立人も出席）。

⑤支障への対応内容及び結果

－
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ho 回答

A

〔公労使・事務局同一回答〕

 係属中の事件ではあるが、A県という広範な行政区域の特性から、支社所在地と申立人及び事業所所在地が遠隔であったことか

ら、コロナ禍の影響もあり、当事者の了解を得てウェブを活用した調査を実施したケースがある。

 また、過去10年間の事件の中には、利害関係人が他の都府県で労使紛争となり、A県に転居後、A県内の合同労組に加入し、不当

労働行為の申立てに至った事件があり、これは、労働者の保護の観点から申立人の便宜を図るべき規則の趣旨に沿った事案と考えら

れ、被申立人も来道に応じたため特段手続上の支障はなかったが、今後、同種の事案が発生した場合、被申立人の負担軽減のため、

申立人の了解のもとウェブを活用する可能性は十分考えられる。

B

〔公労使・事務局同一回答〕

 事件当事者に遠隔地から来てもらう場合には、時間的・経済的負担が伴う。労働委員会規則改正により、ウェブ会議により調査を

行うことが可能となったため、幾分その負担は軽減されたと思うが、現在当該事件と同一の当事者による事件が係属中であり、まも

なく審問手続きに入る予定であることから、その対応に苦慮している。

C

〔公労使・事務局同一回答〕

既に取り組んでいる部分もあるが、裁判所で行われている電話会議やウェブ会議システムの導入を研究しつつ、これらの活用等によ

り、なるべく支障の程度を少なくする。

D
〔公労使・事務局同一回答〕

設例（１）の該当事例は２件あるものの、特に支障はなかったことから、改善方策の提案はない。

E

〔公労使・事務局同一回答〕

 被申立人の所在地が遠隔地であることにより、来庁による調査を躊躇される等の支障が出ることがある（事例①、②、③）。

 こうした支障については、適宜電話回線やウェブによる調査を活用することによって改善していく。

E

〔労働者側〕

 事例１・２・３については、コロナ禍での案件のため、電話回線を使用したり、WEBによる調査を活用して改善していた。

 コロナ前では、被申立人が遠隔地から調査に参加できない場合に、代理人を現地及び都内でお願いし、事件に参加させるケースが

あった。代理人には、主張立証等の決定権がないため、一度持ち帰り、被申立人と協議した結果で回答していたので、調査に時間を

要する事例があった。

F

〔事務局〕

 近年、当労委における不当労働行為の救済申立ては、概ね年１件程度で推移しており、これまで取り扱った事件において、労働委

員会の管轄が支障となる事件はありません。

 このため、これに関する具体的な支障や改善方策の提案等は難しい状況です。

 つきましては、今後の在り方・ビジョン検討小委員会の議論を注視させていただきたいと存じます。

G

〔公労使・事務局同一回答〕

＜支障＞

・管轄労委が遠隔地となる当事者等には、調査・審問の際の移動が時間面、費用面等から負担となる。

・移動に長時間を要する場合、調査・審問の対応が移動時間を含めて１日がかりとなり、期日設定が難しくなる。

・移動の費用が多額になる場合、多数回の期日設定が難しくなる。

＜改善方策＞

・審査手続きの今後の見通しを早期に立て、複数期日の事前設定、調査・審問回数の絞り込みを行うなど、計画的な審査の進行に努

める。

※改善方策の課題

・過度に計画的な審査の進行やオンラインの調査は、当事者等との信頼関係の構築等に支障をきたし、和解の働きかけが難しくなる

ことが考えられる。

設問（５）（４）に挙げた事例、類似事例等を踏まえ、申立地と被申立人の所在地の都道府県が異なることから生じる支障及びそれに対

する改善方策の提案があれば、可能な限り関連の事件毎に整理して記載してください〔（４）の事例番号も記載してください。〕。

<注>回答（回答労委名、申立人…被申立人の所在地等）の匿名化に当たり、都道府県は区別せず、○労委、○県と表記した。
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H

〔公労使・事務局同一回答〕

１ 申立地と被申立人の所在地の都道府県が異なることから生じる支障

i.  参考に示された事例から、被申立人の所在地が遠隔地である場合には、調査や審問期日の日程調整に苦慮し、迅速な審査にも影

響が生じる可能性があると思われる。

ii.  他方、全国的に不当労働行為救済申立ての8割が合同労組によるものという全国の状況にあり、本県においても同様の状況であ

るが、そのような中、県内で発生した事件が合同労組所在地の他労委に申立てが行われるという事例も生じている。

 このようなこともあって、本県労委への不当労働行為救済の年間の申立件数は、近年、１、２件若しくは０件という状況にあり、

委員・事務局共に審査ノウハウの維持・継承が課題となっている。

２ 改善方策の提案

i. 「調査手続きにおけるオンライン調査」（労委規則第41条の２第７項）の活用

被申立人等が遠隔地に所在する場合にＩＴを活用したオンライン調査を実施することで、日程調整がし易くなり迅速な審査が可能と

なる。また、距離的な被申立人等の時間面・費用面での負担を軽減することもできる。

他方、ＩＴの活用については、上記のようなメリットがある反面、審査内容の秘匿性をどのように確保するのかといった課題がある

ほか、和解協議など対面でないと効果的な調整ができない場面や、オンラインでは当事者の細かな心理までは分からず対面での審査

が適当と思われる場面もあることから、その使用範囲（使用場面）については検討が必要と思われる。

ＩＴの活用については、今後、社会的にも進んでいくものと思われることから、そのメリット・デメリットを踏まえつつ、具体的な

取り扱い方法について議論しておく必要があると思われる。

ⅱ．「相互援助（労委規則第87条）」の活用

近畿ブロックでは相互に連携し、①労委規則第87条を活用した相互援助 ②事務局職員の研修派遣・受入 ③審問等の情報共有に

取り組んでおり（近畿パッケージ）、当委員会では審査ノウハウの維持・継承にあたっては、先ずはこの活用が有用と考えている。

H

〔労働者側〕

1    関係者として申立労組、当事者である労働者、被申立人が存在する中、当事者の労働者や被申立人にとって遠隔地の労委に申し

立てられることにより日程調整等が困難となり、審査の長期化が懸念される。

組合員本人と被申立人が同一の所在地であれば、その所在地の労委に申し立てられるのが、経済的・時間的な負担、更には迅速な審

査という面で最も合理的である。特に、遠隔地であることが負担となって労働者が参加できないようでは問題があると考える。

現行の制度は、企業内組合を前提にしており、現在の状況に合致していないところがあり、管轄の変更が柔軟に行えるような見直し

が必要ではないか。

2   被申立人が中小零細企業で、申立労委が遠隔地である場合、負担が大きいために参加できないことが懸念される。

遠隔地であることから生じる負担や支障の軽減方法としてWEBの活用が考えられるが、都道府県労委にはそれぞれの事情があるこ

とから、将来的には全国の労働委員会が専用回線で結ばれるなど、統一した環境整備も必要ではないか。

H

〔使用者側〕

1 遠隔地の労働委員会に申立てされた場合、中小零細企業などにとっては、過度な負担を強いられることになる。

   これを解消するためには、法律を変える。即ち、労組法施行令第27条1項の3つの選択肢のうち、①不当労働行為の当事者である労

働者の住所地または労働組合の主たる事務所の所在地、②不当労働行為の当事者である使用者の住所地または主たる事務所の所在地

を排除し、③の不当労働行為が行われた地1択のみとする。選択肢がある事で不合理が生じる。これに伴い、他府県紛争事件への公

費の使用についても解消される。

   法律が変えられない場合、偏在は解消されないものの、WEB会議の導入・充実により遠隔地から参加する該当者の負担軽減を図

る。その場合、該当各地労委において申請者や被申請者はWEB会議に参加し、秘匿性を高めてはどうか。

2 また、偏在に伴い不当労働行為審査事件の取扱い件数が少なくなっている労働委員会では、審査の効率的・効果的な運営に苦慮

することが懸念される。

 このような事務局の強化については、今までの近畿モデル（相互援助）や派遣研修の強化でカバー可能と思われる。さらに、労働

委員会事務局経験者の再任用制度の運用で専門性を強化していくこととしてはどうか。

I

〔公労使・事務局同一回答〕

事例の場合、事件発生地外の労働委員会に申し立てる積極的理由に乏しく、そのことで逆に申立人側の関係者（実質的当事者）及び

被申立人側の出頭に負担を生じることとなっている。このような場合、審査手続開始後においても、双方当事者の合意があり、労働

委員会が相当と認める場合には、事件を合意に係る労働委員会に移送するものとし、その場合、当該労働委員会は管轄を有し、その

事件を審査しなければならないものとすることが考えられる。

※提案内容は前回小委員会におけるＸ私案のとおり

J

〔公労使・事務局同一回答〕

事例１～３のほか被申立人が他府県であることにより生じる支障と改善方策等については、下記及び右記のとおり。

①出頭するために、終日、時間がとられることがあり得るため、事件期日が設定しにくい。審査期間の長期化につながることが懸念

される。（公・労・使・事務局）

⇒オンライン調査の実施。

ただし、和解含みの調査など、事件の内容や進行状況によっては、オンライン調査になじまず。

小委員会における「ＩＴ活用」の議論の中で整理していただきたい。
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�

〔労働者側〕

②組合はJ県内であるが、組合員本人が他府県の場合、和解含みの調査に組合員本人が出頭しにくい。（公・労）

⇒現在は、組合と組合員本人との間で密な連絡等を行うよう助言しているが、更なる改善方策等についてご議論いただきたい。

�

〔使用者側〕

③被申立人においては、住所地が遠方であることで、期日の出頭に時間的・経済的コストがかかる。（使・事務局）

⇒オンライン調査の実施。

小委員会における「ＩＴ活用」の議論の中で整理していただきたい。

④被申立人が遠方の会社である場合、個別に解決への提案・説得が必要なときに対面で行う方が効果的な場合がある。（使）

⇒会社側との入念な調整等を行うことで対応せざるを得ないが、更なる改善等についてご議論いただきたい。

�

〔公益〕

⑤合同労組が多く所在している労委に他府県事案が集中することによって、審査期間の長期化につながることが懸念される。（公・

事務局）

⇒令和２年度のまとめにおいて「管轄指定」「移送」について触れているが、この仕組みが活用できるのか、ご議論いただきたい。

②組合はJ県内であるが、組合員本人が他府県の場合、和解含みの調査に組合員本人が出頭しにくい。（公・労）

⇒現在は、組合と組合員本人との間で密な連絡等を行うよう助言しているが、更なる改善方策等についてご議論いただきたい。

�

〔事務局〕

⑥合同労組が多く所在している労委に他府県事案が集中することによって、事務局のコストがかかること、審査期間の長期化につな

がることが懸念される。（事務局）

③被申立人においては、住所地が遠方であることで、期日の出頭に時間的・経済的コストがかかる。（使・事務局）

⑦被申立人と組合員本人の間で、地元において、調整事件（あっせん）や労働審判が行われたり、訴訟が進行している場合でも、大

阪府労委あてに審査事件の申立てが行われることに、被申立人として違和感を感じているのではないか。（事務局）

【（４）事例番号 １~３】

⇒当事者に対して、法の趣旨や現行制度の考え方について説明しているが、このたびの小委員会の議論を踏まえ、中労委において、

対外的説明原理等を整理していただければありがたい。

�

〔公労使・事務局同一回答〕

○現状で可能な方策としては、例えば、申立地と被申立人の所在地が異なる場合、申立書提出時に、状況に応じて、事務局が窓口で

の助言として、申立人に「被申立人所在地の労委で取扱う方が、組合及び組合員にとって好都合となる場合もあるのではないか」等

の投げ掛けを行ってみることが考えられる。

○今般の在り方検討においてＩＴ化も検討事項とされていることから、全労委において労委の事件処理への積極的なＩＴ技術導入の

検討を進め、可能なものから実現を図ることが求められる。

�

〔公労使・事務局同一回答〕

【事例１について】

・調査に出頭なし

　➝　被申立人が出頭しなかったため、調査期日において、和解についての協議を行うことができなかった。審問期日には出頭した

ため、そこでようやく被申立人と対面でき、その後、各側参与委員が両当事者と電話で連絡をとることにより、関与和解が成立した

が、和解条項の調整等で期日外に両当事者とやりとりする必要があったため、時間がかかった。

　但し、現在はWEBにより調査を行うことができるようになったため、上記のような支障は生じない。

　なお、WEBによる調査においては、和解協議など、当事者と個別に話をする場合に備え、調査会場を申立人側と被申立人側の２

つに分けるなどの工夫をしている。

【事例２、３、４について】

・申立人組合：インターネットでの組合加入を可能としている合同労組であり、公称組合員数は１１万人で、その居住地は全国に及

んでいる。組合役員２名のうちの１名である執行委員長は、株式会社の代表取締役であり、組合の運営は当該役員２名のみで行って

おり、組合員が組合運営に関わっていない実態があった。また、組合費は無料で、運営に係る経費については外部の者の出捐によっ

ている。

　➝　この事例において、申立地と被申立人の所在地の都道府県が異なることから生じる支障はなかったが、別に組合資格審査の問

題がある。紛争発生地で申し立てる可能性もある。

（※事例の組合は、組合資格審査を目的として行った調査において、上記実態をありのままに回答したため、労組法２条の要件を欠

いている旨判断したが、申立人組合が、規約等外形を整え、かつ実態と異なる回答を行った場合、適合と判断せざるを得ないことも

考えられる。なお、①他の都道府県の使用者から、団交を申入れられているとして当該組合について相談を受けたことがある。ま

た、②事例の組合と同様の形態で、事例の組合よりも規模を縮小した他の組合からの団交申入れを受けた使用者から相談を受けたこ

とがある。）

18



N

〔公益〕

組合の所在地と事件発生地の不一致によって、被申立人に不当な不利益を課するおそれのある事件のために、労委規則30条（管轄

違いの移送規定であり、民訴法16条に相当する）に加えて、手続の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るための移送（民訴

法17条に相当する）の制度があることが望ましい。

また、その際、労委規則30条4項は、移送決定が移送先委員会を拘束すること、判断に疑義がある場合には中労委による管轄指定

（同31条）によるべきことを定めるが、当事者間の衡平を図るための移送には実質的な考慮を要することもあるため、必ずしも事後

的な管轄指定による処理が望ましいとは限らない。そこで、移送決定に先立って、移送先の委員会や中労委に対し、事前に意見を聞

くことができる制度などがあることが望ましい。

その他、移送決定に対する当事者の独立の不服申立てを認めるか等の問題があり、さらに検討すべきである。

1919





 

                                                      資資料料 22--②②    

  

不不当当労労働働行行為為申申立立のの除除斥斥期期間間ににかかかかるる事事例例等等のの調調査査結結果果概概要要  

  

  

(注) 調査対象期間：最近３年間（平成 31 年 1 月～令和 3 年 12 月）の事例（あっせん又

は不当労働行為初審若しくは再審査に係属中のものを除く。）。ただし、10 年以内に該当

する事例があることが把握できた場合には、それらの事例も調査対象に含めた。  

  

１１  ああっっせせんんとと不不当当労労働働行行為為にに関関すするる調調査査  

(1) あっせん申請の教示 

 不当労働行為申立の事前相談がなされた場合に、労働関係調整法に基づくあっせん

（以下単に「あっせん」という。以下同じ。）の申請についても教示するような取組を

行っているものが 34 労委、行っていないものが 13 労委であった。 

    (表 1) 

回答 労委数 割合 

行っている 34 72% 

行っていない 13 28% 

総数 47 100% 

 

(2) 除斥期間の労使への助言 

上記の場合や申請後のあっせんが長期化する場合に、1 年の除斥期間について、労使

への助言（注意喚起）を行っているものが 22 労委、行っていないものが 25 労委であ

った。 

なお、助言を行っていないと回答した労委の中には、行った事例はないが、そのよう

な事例があれば注意喚起が必要と考えるものが 2 労委あった。 

    (表 2) 

回答 労委数 割合 

行っている 22 47% 
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行っていない 25 53% 

総数 47 100% 

 

２２  ああっっせせんんとと不不当当労労働働行行為為にに関関すするる調調査査（（除除斥斥期期間間経経過過前前））  

(1) 事例の概要 

除斥期間経過前に実質的に同一の紛争について、あっせん申請と不当労働行為申立

が行われた事例を類型別に尋ねたところ、①あっせん申請と不当労働行為申立が同時

に行われた事例が２件、②あっせん係属中に不当労働行為申立が追加でされた事例が 4

件、③組合があっせん申請を取り下げ、その後に不当労働行為申立を行った事例が 10

件、④あっせんが不調に終わった後不当労働行為申立が行われたものの、除斥期間を経

過していたため申立が却下された事例が３件、⑤あっせんが不調に終わった後不当労

働行為申立が行われ、特に除斥期間の問題は生じなかった事例が 46 件あった。 

    (表３) 

回答 件数 

あっせん申請と不当労働行為申立が同時に行われた事例 ２ 

あっせん係属中に不当労働行為申立が追加でされた事例 4 

組合があっせん申請を取り下げ、その後に不当労働行為申

立を行った事例 

10 

あっせんが不調に終わった後不当労働行為申立が行われた

ものの、除斥期間を経過していたため申立が却下された事

例 

3 

あっせんが不調に終わった後不当労働行為申立が行われ、

特に除斥期間の問題は生じなかった事例 

46 

総数 65 

 

(2)  除斥期間経過前に実質的に同一の紛争事項について、あっせん申請と不当労働行為

申立を行った理由 

(1)の①から③までの事例について、申請・申立組合に対し、実質的に同一の紛争事
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項について、あっせん申請と不当労働行為申立を行った理由を尋ねたところ、①あっせ

ん申請と不当労働行為申立が同時に行われた事例（2 件）では、使用者側の不誠実な対

応（1 件）、紛争の原因となった事業譲渡の実施まで時間的余裕がなかったこと（1 件）

が挙げられていた。 

②あっせん係属中に不当労働行為申立が追加でされた事例（4 件）の中では、あっせ

んが不調となる可能性を考え、除斥期間を考慮して申立を行ったとするもの（1 件）が

理由に挙げられていた。 

③組合があっせん申請を取り下げ、その後に不当労働行為申立を行った事例（10 件）

では、申請後の会社側の態度からあっせんでの解決は困難と判断して不当労働行為救

済を申し立てたこと（2 件）が理由に挙げられていた。また、理由について回答がなか

った 8 件のうち、6 件が団交拒否又は不誠実団交に関する事例であり、当事者間の交渉

が円滑に行われていなかったことが窺える点で、回答のあった２件と事情は同様であ

ると考えられる。（残り 2 件のうち、1 件はあっせんの被申請者が音信不通となったた

め、1 件は除斥期間とは無関係として概要の記載なし。) 

 

(3) あっせん申請と不当労働行為申立を並行して実施したこと又はあっせん係属中に不

当労働行為申立に切り替えたことにより事案の解決に障害となったこと 

(1)の①から③までの事例について、申請・申立組合に対し、あっせん申請と不当労

働行為申立を並行して実施したこと又はあっせん係属中に不当労働行為申立に切り替

えたことにより事案の解決に障害となったことについて尋ねたところ、「障害という程

ではなかったが、あっせんと不当労働行為救済申立のいずれを選択するかについては

悩んだ。不当労働行為の審査は、あっせんと比べて書類作成の負担が大きく、時間がか

かるが、そこで救済命令が得られれば、今後同じような行為が繰り返されないという効

果が期待できる。結果としては一部救済命令を得ることができたので、救済申立を行っ

た効果はあったと考えている。」とする回答が 1 件あった。 

 

(4) 申請・申立組合の除斥期間に対する考え方 

(1)の①から④までの事例の申請・申立組合に対し、事件に係る経過を踏まえ、１年

の除斥期間についてどのように考えるか尋ねたところ、回答があったものは、「1 年の

除斥期間は適当」とする１件及び意見なしとする１件を除き、事例における除斥期間に
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よる問題の有無にかかわらず、「除斥期間はさらに長い方がよい」、「除斥期間は廃止す

べき」、「労使関係の実情に応じた弾力的な運営がなされるべき」のいずれかであった。 

 

(5) あっせん終結の通知を受けた日から一定の期間内に不当労働行為申立があった場合

には、あっせんの申請があったときに不当労働行為申立があったとみなすような制度に

対する申請・申立組合の意見 

(1)の①から④までの事例の申請・申立組合に対し、あっせん終結の通知を受けた日

から一定の期間内に不当労働行為申立があった場合には、あっせんの申請があったと

きに不当労働行為申立があったとみなすような制度があれば、有益と考えるか尋ねた

ところ、回答のあったものは、回答を差し控えるとした１件を除き、事例における除斥

期間による問題の有無にかかわらず、すべて有益と考えるとするものであった。 

  

３３  労労使使協協議議中中のの除除斥斥期期間間のの経経過過等等にに関関すするる調調査査  

① あっせん終結後、既に除斥期間を経過していたため不当労働行為申立を断念した事例  

② あっせん申請には至らなかったものの、労使協議中に除斥期間を経過したため、不当労

働行為申立を断念した事例  

③ あっせん申請も検討していたが除斥期間を考慮して不当労働行為申立を行った事例  

について尋ねたところ、調査票に例示として挙げた 1 件を除き、該当事例ありとする

回答はなかった。 

調査において例示として挙げた事例の申請・申立組合からは、１年の除斥期間を３年

程度に延ばすべき、あっせん終結の通知を受けた日から一定の期間内に不当労働行為

申立があった場合に、あっせんの申請があったときに不当労働行為申立があったとみ

なすような制度には賛成する、との回答があった。 

  

４４  労労使使間間でで協協議議をを継継続続中中にに除除斥斥期期間間をを経経過過ししたたたためめ、、不不当当労労働働行行為為申申立立をを却却下下（（全全部部又又はは

一一部部））ししたた事事例例  

労使間で協議を継続中に除斥期間を経過したため、不当労働行為申立を却下（全部又

は一部）した事例を尋ねたところ、 
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① 不誠実団交又は団交不応諾を理由とする不当労働行為申立において、申立より１年以

上前に行われていた団体交渉は除斥期間を徒過しているとして、却下した事例 

② 組合員に対する残業指示に関して差別的取扱がされたことを理由とする不当労働行為

申立において、申立から１年以上前における会社の残業指示に係る申立は除斥期間に

抵触するとして、却下した事例 

③ 組合員の解雇撤回等を求める第２回団体交渉における不誠実団交及び支配介入並びに

第３回から第６回までの団体交渉における不誠実団交を理由とする不当労働行為申立

のうち、第２回団体交渉については１年の除斥期間を経過しているとして却下され、

その余の申立てについては、棄却された事例 

とするものがあった。 

上記事例中の②及び調査において例示として挙げた事例の申請・申立組合からは、い

ずれも、１年の除斥期間はさらに長い方がよい、あっせん終結の通知を受けた日から一

定の期間内に不当労働行為申立があった場合に、あっせんの申請があったときに不当

労働行為申立があったとみなすような制度があれば有益と考える、との回答があった。  
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当
労

働
行

為
申

立
の

事
前

相
談

が
な

さ
れ

た
場

合
に

、
労

働
関

係
調

整
法

に
基

づ
く

あ
っ

せ
ん

（
以

下
単

に
「

あ
っ

せ
ん

」
と

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

申
請

に
つ

い
て

も
教

示
す

る
よ

う
な

取
組

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。

イ
 

ま
た

、
上

記
の

場
合

や
申

請
後

の
あ

っ
せ

ん
が

長
期

化
す

る
場

合
に

、
1
年

の
除

斥
期

間
に

つ
い

て
、

労
使

へ
の

助
言

（
注

意
喚

起
）

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。

（
１

）
あ

っ
せ

ん
と

不
当

労
働

行
為

に
関

す
る

調
査
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1
4
行
っ
て
い
る

①
審
査
は
長
期
に
渡
る
こ
と
、

②
実
質
的
な
紛
争
の
内
容
が
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
場
合
、
申
立
て
内
容
（
例
え
ば
団
交
拒

否
）
に
よ
っ
て
は
、
救
済
命
令
を
得
て
も
終
局
の
紛
争
解
決
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
等
を
説
明

し
て
、
あ
っ
せ
ん
申
請
も
検
討
す
る
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。

行
っ
て
い
る

あ
っ
せ
ん
申
請
や
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
の
事
前
相
談
の
際
に
、
必
要

に
応
じ
て
除
斥
期
間
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
っ
せ
ん
作
業
が
長

期
化
し
て
除
斥
期
間
を
経
過
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
労
働
組
合
や
労
働
者
に

不
利
益
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
注
意
喚
起
を
行
う
も
の
と
思
わ

れ
る
。

1
5
行
っ
て
い
る

申
立
人
（
申
請
者
）
の
相
談
内
容
や
検
討
状
況
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
制
度
が
あ
る
旨
教
示
す
る
場

合
が
あ
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し

1
6
行
っ
て
い
る

労
働
委
員
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
交
付
し
て
、
労
働
委
員
会
が
行
う
紛
争
解
決
手
続
き
と
し
て

不
当
労
働
行
為
の
救
済
の
ほ
か
に
あ
っ
せ
ん
が
あ
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。

行
っ
て
い
る

上
記
の
場
合
に
労
働
委
員
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
り
１
年
の
除
斥
期
間
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
申
請
後
の
あ
っ
せ
ん
が
除
斥
期
間
を
超
え
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
る
ほ
ど
長
期
化
し
た
事
例
は
把
握
で
き
る
限
り
で
は
見
当
た
ら

な
い
。

1
7
行
っ
て
い
る

不
当
労
働
行
為
申
立
て
の
事
前
相
談
に
お
い
て
は
、
事
務
処
理
要
領
に
基
づ
き
、
あ
っ
せ
ん
制

度
に
つ
い
て
も
併
せ
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

行
っ
て
い
な
い
(回
答
補
足
)こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
事
例
が
な
い
た
め

1
8
行
っ
て
い
る

事
前
相
談
の
内
容
に
お
い
て
、
不
当
労
働
行
為
と
労
働
争
議
の
問
題
が
混
在
す
る
場
合
に
は
、

「
あ
っ
せ
ん
」
に
よ
り
解
決
で
き
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
両
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ

ト
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し

1
9
行
っ
て
い
な
い
無
し

行
っ
て
い
な
い
無
し

2
0
行
っ
て
い
な
い
無
し

行
っ
て
い
る

※
（
設
問
に
は
該
当
し
な
い
が
）
あ
っ
せ
ん
申
請
の
際
に
は
事
件
発
生
日
か

ら
時
間
が
経
っ
て
い
る
も
の
の
場
合
は
除
斥
期
間
に
つ
い
て
留
意
を
促
し
て

い
る
。

2
1
行
っ
て
い
る

不
当
労
働
行
為
審
査
に
要
す
る
期
間
等
を
説
明
の
上
、
早
期
解
決
の
観
点
か
ら
労
調
法
に
基
づ

く
あ
っ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
は
ど
う
か
と
投
げ
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。

行
っ
て
い
る

（
近
年
事
例
は
な
い
が
）
労
委
か
ら
の
投
げ
か
け
に
応
じ
て
あ
っ
せ
ん
申
請

を
す
る
場
合
は
、
除
斥
期
間
に
つ
い
て
注
意
喚
起
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

2
2
行
っ
て
い
な
い
無
し

行
っ
て
い
な
い

な
お
、
本
県
で
は
あ
っ
せ
ん
が
長
期
化
し
た
事
例
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

０
「
行
っ
て
い
な
い
」
と
し
た
が
、
あ
っ
せ
ん
が
長
期
化
す
る
よ
う
な
場
合

は
、
労
使
へ
の
助
言
（
注
意
喚
起
）
は
必
要
と
考
え
て
い
る
。

2
3
行
っ
て
い
る

相
談
内
容
を
聞
き
、
あ
っ
せ
ん
に
適
す
る
内
容
で
あ
る
場
合
に
は
あ
っ
せ
ん
も
勧
め
て
い
る
。
行
っ
て
い
る

不
当
労
働
行
為
申
立
の
事
前
相
談
の
際
に
、
組
合
に
対
し
、
申
立
に
は
１
年

の
除
斥
期
間
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

2
4
行
っ
て
い
る

事
案
の
状
況
に
応
じ
、
不
当
労
働
行
為
申
立
の
事
前
相
談
時
で
の
あ
っ
せ
ん
の
教
示
は
適
宜

行
っ
て
い
る
。

行
っ
て
い
る

状
況
に
応
じ
、
除
斥
期
間
に
関
す
る
助
言
等
を
適
宜
行
っ
て
い
る
。

2
5
行
っ
て
い
る

事
前
相
談
の
内
容
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
申
請
が
可
能
と
判
断
で
き
る
場
合
は
、
あ
っ
せ
ん
申
請
を

検
討
す
る
よ
う
勧
め
て
い
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し

2
6
行
っ
て
い
る

紛
争
解
決
の
た
め
に
選
択
で
き
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
労
働
者
側
に
教
示
す
る
。

行
っ
て
い
る

制
度
の
説
明
の
一
環
と
し
て
、
労
働
組
合
法
第
2
7
条
第
２
項
を
教
示
す
る
。
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2
7
行
っ
て
い
る

相
談
時
に
は
「
あ
っ
せ
ん
」
等
の
活
用
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
。
具
体
的
に
は
、
あ
っ
せ
ん

は
、
あ
っ
せ
ん
員
が
、
労
使
双
方
の
主
張
を
確
か
め
、
自
主
的
な
話
し
合
い
を
援
助
し
て
、
労

働
争
議
を
解
決
に
導
く
手
続
き
で
、
調
整
手
続
の
中
で
は
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
手
段
で
あ
る

旨
等
を
説
明
。

行
っ
て
い
る

申
立
て
は
、
不
当
労
働
行
為
が
行
わ
れ
た
日
（
継
続
す
る
行
為
に
あ
っ
て
は

そ
の
終
了
し
た
日
）
か
ら
1
年
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
1
2
条
の
規
定
に
よ
る
解
雇

の
場
合
は
、
解
雇
の
日
か
ら
2
か
月
以
内
に
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

等
を
助
言
。

2
8
行
っ
て
い
な
い
無
し

行
っ
て
い
な
い
無
し

2
9
行
っ
て
い
る

労
使
紛
争
は
自
主
解
決
が
最
も
望
ま
し
い
こ
と
か
ら
、
不
当
労
働
行
為
申
立
て
の
事
前
相
談
が

あ
れ
ば
、
あ
っ
せ
ん
申
請
に
つ
い
て
教
示
し
て
い
る
。
特
に
団
体
交
渉
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い

と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
ま
ず
は
あ
っ
せ
ん
申
請
を
す
る
よ
う
勧
め
て
い
る
。

行
っ
て
い
る

組
合
か
ら
、
あ
っ
せ
ん
申
請
も
不
当
労
働
行
為
申
立
て
も
検
討
し
て
い
る
旨

の
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
１
年
の
除
斥
期
間
に
つ
い
て
注
意
喚
起
を

行
っ
て
い
る
。

3
0
行
っ
て
い
る

労
使
紛
争
の
解
決
に
関
し
、
当
事
者
又
は
関
係
者
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
と
き
は
、
調
整
制
度
及

び
審
査
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
、
相
手
方
の
解
決
手
続
き
の
意
向
を
確
認
し
て
い
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し

3
1
行
っ
て
い
る

 
本
県
で
は
、
「
労
働
委
員
会
の
し
お
り
」
と
い
う
冊
子
を
作
成
し
、
そ
の
中
で
、
あ
っ
せ
ん

と
不
当
労
働
行
為
の
審
査
手
続
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

 
不
当
労
働
行
為
申
立
の
事
前
相
談
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
冊
子
を
相
談
者
に
渡
し
た

上
で
、
両
手
続
の
違
い
（
書
類
作
成
の
負
担
、
手
続
の
迅
速
性
、
救
済
命
令
の
強
制
力
、
除
斥

期
間
、
相
手
方
の
出
頭
な
ど
）
に
つ
い
て
説
明
し
、
い
ず
れ
の
手
続
を
選
択
す
る
か
、
検
討
を

促
す
な
ど
し
て
い
る
。

 
（
急
を
要
す
る
な
ど
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
っ
せ
ん
の
み
を
選
択
す
る
、
あ
っ
せ
ん
申
請
と
救

済
申
立
て
を
選
択
す
る
こ
と
の
検
討
を
勧
め
る
こ
と
も
あ
る
。
）

行
っ
て
い
る

 
上
記
ア
の
場
合
に
は
、
除
斥
期
間
が
間
近
な
ケ
ー
ス
な
ど
に
お
い
て
は
、

１
年
の
除
斥
期
間
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
よ
う
助
言
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
あ
っ
せ
ん
が
長
期
化
し
た
事
例
は
な
い
。

3
2
行
っ
て
い
る

労
働
委
員
会
に
お
け
る
不
当
労
働
行
為
の
審
査
及
び
調
整
（
あ
っ
せ
ん
）
の
両
方
の
手
続
の
概

要
に
つ
い
て
改
め
て
説
明
し
、
そ
の
上
で
、
会
社
と
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
組
合
と
し
て

は
ど
う
い
っ
た
手
続
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
の
か
を
熟
慮
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

行
っ
て
い
る

（
１
）
の
事
前
相
談
の
場
合
に
お
い
て
、
不
当
労
働
行
為
の
審
査
及
び
調
整

（
あ
っ
せ
ん
）
の
制
度
説
明
を
す
る
中
で
は
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
立

て
の
期
間
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
い
る
。

あ
っ
せ
ん
の
場
に
お
い
て
助
言
を
行
っ
た
例
は
な
い
（
そ
こ
ま
で
長
期
化
し

た
あ
っ
せ
ん
事
例
が
な
い
）
。

3
3
行
っ
て
い
る

内
容
を
確
認
し
た
際
に
、
必
要
に
応
じ
て
あ
っ
せ
ん
制
度
の
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。

行
っ
て
い
な
い

無
し

3
4
行
っ
て
い
る

 
あ
っ
せ
ん
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
手
続
が
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
と
比
べ
簡
素
で
あ
る

こ
と
、
早
期
解
決
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
使
用
者
側
あ
っ
せ
ん
員
に
よ
る
紛
争
解
決
に
係
る

説
得
の
機
会
が
得
ら
れ
る
こ
と
等
を
説
明
し
て
い
る
。

行
っ
て
い
る

 
上
記
ア
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
組
合
に
対
し
、
1
年
の
除
斥
期
間
に
つ
い

て
助
言
を
行
っ
て
い
る
。
当
委
員
会
に
お
い
て
は
、
あ
っ
せ
ん
の
開
催
を
申

請
か
ら
4
0
日
以
内
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
あ
っ
せ
ん
の
開
催
を
原
則
1
回
と
定

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
近
で
あ
っ
せ
ん
の
長
期
化
の
事
例
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
こ
の
場
合
は
労
使
へ
の
助
言
は
行
っ
て
い
な
い
。

3
5
行
っ
て
い
る

不
当
労
働
行
為
申
立
の
事
前
相
談
が
あ
っ
た
場
合
，
当
労
委
作
成
の
「
労
働
委
員
会
の
手
引
」

「
労
働
委
員
会
の
ご
案
内
」
（
パ
ン
フ
）
に
よ
り
，
事
務
局
職
員
が
あ
っ
せ
ん
等
に
つ
い
て
も

説
明
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

行
っ
て
い
る

上
記
説
明
の
際
に
は
，
除
斥
期
間
に
つ
い
て
も
併
せ
て
説
明
を
行
っ
て
い

る
。
（
特
に
労
側
に
対
し
て
）

3
6
行
っ
て
い
な
い
具
体
的
な
相
談
事
例
な
し

行
っ
て
い
な
い

無
し

3
7
行
っ
て
い
な
い
無
し

行
っ
て
い
な
い

無
し
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3
8
行
っ
て
い
る

事
前
相
談
な
ど
の
際
，
不
当
労
働
行
為
救
済
制
度
の
説
明
に
あ
わ
せ
て
，
あ
っ
せ
ん
制
度
に
つ

い
て
も
説
明
し
て
い
る
。

行
っ
て
い
る

事
前
相
談
な
ど
の
際
，
必
要
に
応
じ
て
説
明
し
て
い
る
。

3
9
行
っ
て
い
る

事
前
相
談
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
行
う
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
も
示
し
、
制

度
の
内
容
を
説
明
す
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し

4
0
行
っ
て
い
な
い
無
し

行
っ
て
い
な
い

無
し

4
1
行
っ
て
い
る

 
団
交
拒
否
事
案
な
ど
、
あ
っ
せ
ん
に
な
じ
む
と
思
わ
れ
る
事
案
の
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、

あ
っ
せ
ん
に
よ
る
解
決
を
提
示
す
る
際
に
、
除
斥
期
間
に
つ
い
て
も
併
せ
て
告
知
し
て
い
る
。
行
っ
て
い
る

 
あ
っ
せ
ん
手
続
の
中
で
、
必
要
に
応
じ
て
あ
っ
せ
ん
員
（
委
員
）
か
ら
双

方
に
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

4
2
行
っ
て
い
る

制
度
的
に
決
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
事
件
の
性
質
等
に
応
じ
て
あ
っ
せ
ん
と
い
う
手
段

が
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
こ
と
が
あ
る
。

行
っ
て
い
る

制
度
的
に
決
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
必
要
に
応
じ
、
注
意
喚
起
を
す

る
な
ど
す
る
。

4
3
行
っ
て
い
る

不
当
労
働
行
為
事
件
は
、
そ
の
解
決
ま
で
に
あ
る
程
度
の
時
間
や
費
用
、
多
く
の
書
面
を
要
す

る
こ
と
か
ら
、
相
談
者
の
状
況
や
相
談
内
容
に
鑑
み
、
迅
速
か
つ
安
価
に
取
り
組
む
こ
と
の
で

き
る
あ
っ
せ
ん
の
利
用
に
つ
い
て
打
診
す
る
こ
と
が
あ
る
。

行
っ
て
い
る

あ
っ
せ
ん
が
長
期
に
わ
た
る
よ
う
な
事
例
は
あ
ま
り
な
い
が
、
不
当
労
働
行

為
発
生
か
ら
相
談
ま
で
に
期
間
が
空
い
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
除
斥
期
間

に
つ
い
て
注
意
を
促
し
て
い
る
。

4
4
行
っ
て
い
る

申
請
者
か
ら
紛
争
の
経
緯
及
び
ど
の
よ
う
な
解
決
を
求
め
て
い
る
の
か
を
聴
取
し
た
上
で
、
そ

の
事
案
が
あ
っ
せ
ん
に
適
す
る
と
思
料
し
た
場
合
、
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
教
示
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
申
請
者
も
し
く
は
当
該
労
働
者
が
、
復
職
を
求
め
て
い
る
事
案
等
で
あ
る
場
合
、

聴
取
を
行
う
事
務
局
職
員
が
、
紛
争
後
の
労
使
関
係
を
考
え
穏
便
に
解
決
す
る
こ
と
を
提
案

し
、
併
せ
て
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
教
示
す
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し

4
5
行
っ
て
い
る

 
申
立
て
に
係
る
事
前
相
談
の
際
に
、
労
使
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
あ
っ
せ
ん
等
の

調
整
に
よ
る
方
法
も
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し

4
6
行
っ
て
い
る

 
事
務
局
職
員
が
事
前
相
談
に
応
じ
る
際
、
不
当
労
働
行
為
審
査
に
は
手
間
が
掛
か
る
こ
と
を

説
明
し
、
あ
っ
せ
ん
申
請
の
意
向
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
る
。

 
特
に
、
早
期
解
決
が
望
ま
し
い
団
体
交
渉
拒
否
事
件
に
つ
い
て
は
、
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
う

よ
う
勧
め
て
い
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し

4
7
行
っ
て
い
る

「
不
当
労
働
行
為
審
査
の
申
立
て
は
、
準
司
法
的
な
手
続
に
な
る
の
で
結
果
が
出
る
ま
で
、
一

定
の
期
間
や
労
力
を
要
す
る
。
た
だ
し
、
途
中
で
和
解
、
申
立
て
の
取
下
げ
に
よ
り
解
決
す
る

場
合
も
あ
る
。
一
方
、
あ
っ
せ
ん
の
場
合
は
、
比
較
的
、
簡
便
な
手
続
で
迅
速
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
が
、
相
手
方
が
応
諾
し
な
い
と
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
旨
の
教
示
を
行
っ
て

い
る
。

行
っ
て
い
な
い
無
し
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整
理

番
号

ア

該
当

ア
事

件
概

要
イ

 調
査

(ｱ
)

イ
 調

査
(ｲ

)
イ

 調
査

(ｳ
)

イ
 調

査
(ｴ

)

2
4

1

使
用

者
の

職
員

給
与

引
下

げ
に

固
執

し
た

姿
勢

に
対

し
て

組
合

が
誠

実

な
団

体
交

渉
の

実
施

を
求

め
る

あ
っ

せ
ん

申
請

を
行

う
と

同
時

に
、

一

方
的

に
給

与
削

減
規

程
の

制
定

手
続

き
を

進
め

た
こ

と
へ

の
謝

罪
及

び

給
与

に
つ

い
て

労
使

協
議

に
よ

り
定

め
る

こ
と

を
救

済
内

容
と

す
る

不

当
労

働
行

為
救

済
申

立
て

が
あ

っ
た

も
の

。
（

H
2
4
年

あ
っ

せ
ん

:不
同

意
打

切
、

審
査

事
件

:関
与

和
解

）

使
用

者
が

団
体

交
渉

に
お

い
て

不
誠

実
な

対
応

（
地

方
公

営
企

業
等

の
労

働
関

係
に

関
す

る
法

律

へ
の

理
解

が
な

い
こ

と
が

要
因

）
に

終
始

し
た

の

で
、

労
働

組
合

と
し

て
は

採
れ

る
手

段
を

全
て

使
っ

て
解

決
を

目
指

そ
う

と
し

た
た

め
。

あ
っ

せ
ん

申
請

は
、

申
請

か
ら

６
日

後
に

使
用

者
不

同
意

で
打

切
り

と
な

っ
た

た
め

、
特

段
の

支
障

は

な
か

っ
た

。

e

①
あ

っ
せ

ん
申

請
時

に
除

斥
期

間
の

進
行

を
停

止

し
、

あ
っ

せ
ん

打
切

り
後

、
再

度
進

行
す

る
制

度

又
は

 
②

あ
っ

せ
ん

打
切

り
後

、
６

か
月

以
内

に
不

当
労

働
行

為
申

立
て

を
し

た
場

合
（

労
働

組
合

で
不

当
労

働
行

為
申

立
て

を
す

る
に

は
組

織
決

定
を

す
る

必
要

が
あ

り
、

こ
の

程
度

の
期

間
が

必
要

）
、

あ
っ

せ
ん

申
請

時
に

申
立

て
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

す
制

度
が

あ
れ

ば
有

益
で

あ
る

。

3
1

1

会
社

は
従

業
員

に
対

し
、

令
和

２
年

末
を

も
っ

て
事

業
譲

渡
を

行
う

旨

明
ら

か
に

し
た

が
、

組
合

が
事

業
譲

渡
の

理
由

の
説

明
等

を
議

題
と

し

て
申

し
入

れ
た

団
交

に
つ

い
て

、
会

社
は

応
じ

な
か

っ
た

。

そ
の

た
め

、
事

業
譲

渡
ま

で
の

期
間

が
な

か
っ

た
こ

と
を

踏
ま

え
、

令

和
２

年
１

１
月

、
組

合
が

あ
っ

せ
ん

申
請

と
不

当
労

働
行

為
救

済
申

立

を
同

時
に

行
っ

た
。

 
会

社
が

事
業

譲
渡

を
行

う
ま

で
の

時
間

が
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

あ
っ

せ
ん

申
請

と
不

当
労

働
行

為
救

済
申

立
を

同
時

に
行

っ
た

。

特
に

な
し

。
c

労
使

の
紛

争
が

解
決

し
な

い
ま

ま
問

題
が

積
み

あ

が
っ

て
い

く
場

合
の

一
定

の
区

切
り

に
な

る
た

め
、

除
斥

期
間

の
制

度
は

あ
っ

て
も

よ
い

と
考

え
て

い
る

が
、

さ
ら

に
、

上
記

の
み

な
す

よ
う

な
制

度
が

あ
れ

ば
、

不
当

労
働

行
為

救
済

申
立

を
行

い
や

す
く

な

り
、

組
合

に
と

っ
て

は
有

益
で

あ
る

と
考

え
る

。
ま

た
、

あ
っ

せ
ん

の
終

結
の

際
、

そ
の

件
に

つ
い

て
の

除
斥

期
間

を
労

働
委

員
会

が
当

事
者

に
明

示
す

る
よ

う
に

し
て

い
た

だ
く

と
有

難
い

と
考

え
て

い
る

。

7
2

組
合

の
あ

っ
せ

ん
申

請
に

対
し

、
会

社
は

、
会

社
所

在
地

で
あ

る
○

県

内
で

の
あ

っ
せ

ん
な

ら
応

じ
る

が
△

県
で

は
応

じ
な

い
と

し
て

実
質

的

に
あ

っ
せ

ん
が

進
展

し
て

い
な

か
っ

た
。

こ
の

た
め

組
合

は
救

済
申

立

て
を

行
い

、
そ

の
翌

日
、

あ
っ

せ
ん

申
請

を
取

り
下

げ
た

。

（
事

務
局

か
ら

申
請

・
申

立
組

合
に

調
査

す
る

こ

と
は

、
組

合
内

部
の

判
断

へ
の

介
入

と
受

け
取

ら

れ
る

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

、
適

切
で

は
な

い
）

（
同

左
）

（
同

左
）

（
同

左
）

1
4

2

賞
与

の
不

支
給

等
に

関
す

る
あ

っ
せ

ん
を

行
っ

て
い

た
と

こ
ろ

、
当

該

不
支

給
は

ス
ト

ラ
イ

キ
を

行
っ

た
こ

と
を

理
由

と
す

る
も

の
で

あ
る

等

と
し

て
、

あ
っ

せ
ん

係
属

中
に

不
当

労
働

行
為

救
済

申
立

て
が

な
さ

れ

た
。

あ
っ

せ
ん

に
つ

い
て

は
、

合
意

に
至

る
見

込
み

が
な

い
た

め
申

立

て
か

ら
約

２
カ

月
後

に
打

切
り

と
な

っ
た

。
申

立
て

に
つ

い
て

は
、

申

立
て

か
ら

約
２

年
半

経
過

後
、

自
主

和
解

に
よ

り
取

り
下

げ
ら

れ
た

。

申
請

・
申

立
組

合
に

調
査

は
行

っ
て

い
な

い
。

（
以

下
の

設
問

も
同

様
）

申
請

・
申

立
組

合
に

調
査

は
行

っ
て

い
な

い
。

無
し

無
し

（
２

）
あ

っ
せ

ん
と

不
当

労
働

行
為

に
関

す
る

調
査

（
除

斥
期

間
経

過
前

）

 [
京

都
府

に
お

け
る

事
例

]

組
合

員
に

対
す

る
低

額
の

賞
与

査
定

に
つ

い
て

、
組

合
は

、
ま

ず
あ

っ
せ

ん
を

申
請

し
、

調
整

を
重

ね
た

が
、

不
調

に
終

わ
っ

た
。

調
整

に
長

期
間

を
要

し
た

た
め

、
申

請
の

対
象

と
な

っ
た

賞
与

支
給

に
つ

い
て

は
あ

っ
せ

ん
終

結
の

時
点

で
１

年
の

除
斥

期
間

を
経

過
し

て
い

た
が

、
そ

の
後

の
賞

与
に

つ
い

て
も

低
額

査
定

が
続

い
て

い
た

た
め

、
組

合
は

継
続

す
る

行
為

に
あ

た
る

と
し

て
不

当
労

働
行

為
申

立
を

行
い

、
初

審
で

は
認

め
ら

れ
た

が
、

再
審

査
で

、
継

続
す

る
行

為
と

は
認

め
ら

れ
な

い
と

し
て

却
下

さ
れ

た
。

ア
 

上
記

事
例

を
参

考
に

、
下

記
1
)～

4
)の

例
の

よ
う

に
、

除
斥

期
間

経
過

前
に

実
質

的
に

同
一

の
紛

争
に

つ
い

て
、

あ
っ

せ
ん

申
請

と
不

当
労

働
行

為
申

立
が

行
わ

れ
た

事
例

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
概

要

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

（
※

複
数

事
例

が
あ

る
場

合
は

、
事

例
毎

に
記

入
欄

を
追

加
し

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

）

1
) 

あ
っ

せ
ん

申
請

と
不

当
労

働
行

為
申

立
が

同
時

に
行

わ
れ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

2
) 

あ
っ

せ
ん

係
属

中
に

不
当

労
働

行
為

申
立

が
追

加
で

さ
れ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

3
) 

組
合

が
あ

っ
せ

ん
申

請
を

取
り

下
げ

、
そ

の
後

に
不

当
労

働
行

為
申

立
を

行
っ

た
事

例
が

あ
っ

た
。

4
) 

あ
っ

せ
ん

が
不

調
に

終
わ

っ
た

後
不

当
労

働
行

為
申

立
が

行
わ

れ
た

事
例

が
あ

っ
た

。

 
 

ａ
上

記
事

例
と

同
様

、
除

斥
期

間
を

経
過

し
て

い
た

た
め

、
申

立
は

却
下

さ
れ

た
。

 
 

ｂ
上

記
以

外
（

特
に

除
斥

期
間

の
問

題
は

生
じ

な
か

っ
た

。
）

(ｳ
) 

当
該

事
件

に
係

る
経

過
を

踏
ま

え
、

１
年

の
除

斥
期

間
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
に

お
考

え
に

な
り

ま
す

か
。

a
紛

争
を

迅
速

か
つ

効
果

的
に

解
決

す
る

と
い

う
観

点
か

ら
、

1

年
の

除
斥

期
間

を
設

け
る

こ
と

は
適

当
で

あ
る

。

b
紛

争
を

迅
速

に
解

決
に

す
る

た
め

に
は

、
除

斥
期

間
は

さ
ら

に
短

い
方

が
よ

い
。

c
労

働
組

合
や

労
働

者
が

救
済

さ
れ

る
範

囲
を

広
げ

る
た

め
に

は
、

除
斥

期
間

は
さ

ら
に

長
い

方
が

よ
い

。

d
除

斥
期

間
が

あ
る

こ
と

は
救

済
の

隘
路

と
な

る
の

で
、

除
斥

期
間

は
廃

止
す

べ
き

で
あ

る
。

e
１

年
の

除
斥

期
間

を
設

け
る

こ
と

は
適

当
で

あ
る

が
、

労
使

間
で

問
題

解
決

に
向

け
て

努
力

さ
れ

て
い

る
間

は
そ

の
取

組
を

尊
重

す
る

な
ど

労
使

関
係

の
実

情
に

応
じ

た
弾

力
的

な
運

営
が

な
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

fそ
の

他

イ
 

ア
の

事
例

が
あ

っ
た

労
委

は
、

次
の

事
項

に
つ

い
て

申

請
・

申
立

組
合

に
調

査
し

て
下

さ
い

。
（

ア
4
）

の
場

合
は

、

(ｳ
)(

ｴ
)の

み
質

問
)。

(ｱ
) 

除
斥

期
間

経
過

前
に

実
質

的
に

同
一

の
紛

争
事

項
に

つ
い

て
、

あ
っ

せ
ん

申
請

と
不

当
労

働
行

為
申

立
を

行
っ

た
の

は
な

ぜ
で

す
か

。

(ｲ
) 

あ
っ

せ
ん

申
請

と
不

当
労

働
行

為
申

立
を

並
行

し
て

実
施

し
た

こ
と

又
は

あ
っ

せ
ん

係
属

中
に

不
当

労
働

行
為

申
立

に
切

り
替

え
た

こ
と

に
よ

り
事

案
の

解
決

に
障

害
と

な
る

よ
う

な
こ

と
が

あ
り

ま
し

た
か

。
障

害
が

あ
っ

た
場

合
、

そ
の

具
体

的
内

容
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

(ｴ
) 

あ
っ

せ
ん

終
結

の
通

知
を

受
け

た
日

か
ら

一
定

の
期

間
内

に
不

当
労

働
行

為
申

立
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

あ
っ

せ
ん

の
申

請
が

あ
っ

た
と

き
に

不
当

労
働

行
為

申
立

が
あ

っ
た

と
み

な
す

よ
う

な
制

度
が

あ
れ

ば
、

有
益

と
お

考
え

に
な

り
ま

す
か

。

10
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4
5

2

1
/4
に
組
合
か
ら
、
団
交
促
進
（
会
社
売
却
等
に
係
る
内
容
を
含
む
）
等

を
あ
っ
せ
ん
事
項
と
す
る
集
団
あ
っ
せ
ん
申
請
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

1
/1
0
に
法
人
か
ら
会
社
清
算
を
事
由
と
す
る
組
合
員
全
員
の
解
雇
通
知

及
び
そ
の
後
の
団
体
交
渉
拒
否
の
意
向
が
組
合
に
示
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
1
/1
5
に
組
合
か
ら
、
原
職
復
帰
、
誠
実
団
交
等
を
救
済
内
容
と
す

る
不
当
労
働
行
為
申
立
て
が
な
さ
れ
た
事
案
が
あ
っ
た
。

本
事
案
は
、
あ
っ
せ
ん
成
立
及
び
救
済
申
立
て
取
下
げ
に
よ
り
終
結
し

た
。

申
請
・
申
立
組
合
か
ら
回
答
な
し
。

9
3

組
合
は
、
会
社
に
寒
冷
地
手
当
及
び
資
格
手
当
の
支
給
を
要
求
し
た

が
、
会
社
が
諸
手
当
の
支
給
が
困
難
と
す
る
資
料
を
明
示
せ
ず
こ
れ
を

拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
両
手
当
の
支
給
を
あ
っ
せ
ん
事
項
と
し
て
あ
っ

せ
ん
を
申
請
し
た
。
会
社
は
あ
っ
せ
ん
事
項
の
譲
歩
余
地
が
な
い
こ
と

を
理
由
に
事
務
局
に
よ
る
事
情
調
査
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
組
合
は

申
請
を
取
下
げ
た
が
、
申
請
直
後
の
取
下
げ
で
あ
っ
た
た
め
、
除
斥
期

間
の
問
題
は
生
じ
ず
、
会
社
に
誠
実
団
交
を
求
め
る
審
査
事
件
に
移
行

し
た
。

※
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
当
事
例
に
つ
い
て
の
以

下
の
組
合
調
査
は
見
送
り
ま
し
た
。

3
4

3

平
成
２
８
年
４
月
４
日
付
け
で
団
体
交
渉
の
促
進
に
つ
い
て
組
合
が

あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
っ
た
も
の
の
、
被
申
請
者
が
破
産
手
続
の
申
立
て

を
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
４
月
２
８
日
付
け
で
組
合
か
ら
不
当
労
働
行

為
救
済
申
立
て
に
切
り
替
え
る
こ
と
を
理
由
に
取
下
書
の
提
出
が
あ
っ

た
。
組
合
は
、
同
日
付
け
で
同
年
３
月
２
５
日
付
け
で
申
し
入
れ
た
団

体
交
渉
に
会
社
破
産
管
財
人
が
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
不
当
労
働
行

為
に
該
当
す
る
と
し
て
、
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。
（
取
下
げ
（
自

主
解
決
）
）

無
し

無
し

無
し

無
し

4
0

3

3
1

2

平
成
2
9
年
9
月
、
組
合
は
、
法
人
に
対
し
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
規
程
改

正
案
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
団
交
を
申
し
入
れ
、
平
成
3
0
年
4
月
に
団

交
を
実
施
し
た
が
、
同
改
正
を
行
う
理
由
等
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
が

さ
れ
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
、
8
月
2
日
、
誠
実
団
交
の
実
施
を
求
め
て

あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
。
そ
の
後
、
同
月
3
0
日
、
法
人
が
団
交
申
入
れ

か
ら
平
成
3
0
年
4
月
ま
で
団
交
開
催
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
不

当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
と
し
て
、
救
済
を
申
し
立
て
た
も
の
で
あ

る
。

（
団
交
申
入
れ
か
ら
１
年
と
考
え
る
と
３
０
年
８
月
に
申
し
立
て
る
必

要
が
あ
る
）

 
あ
っ
せ
ん
事
件
が
不
調
と
な
る
可
能
性
を
考
え
、

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
の
除
斥
期
間
を
考
慮
し

て
、
併
行
し
て
申
立
を
行
っ
た
。

 
障
害
と
い
う
程
で
は
な
か
っ
た
が
、
あ
っ
せ
ん
と

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か

に
つ
い
て
は
悩
ん
だ
。
不
当
労
働
行
為
の
審
査

は
、
あ
っ
せ
ん
と
比
べ
て
書
類
作
成
の
負
担
が
大
き

く
、
時
間
が
か
か
る
が
、
そ
こ
で
救
済
命
令
が
得

ら
れ
れ
ば
、
今
後
同
じ
よ
う
な
行
為
が
繰
り
返
さ

れ
な
い
と
い
う
効
果
が
期
待
で
き
る
。
結
果
と
し
て

は
一
部
救
済
命
令
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

救
済
申
立
を
行
っ
た
効
果
は
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。

c

 
民
事
調
停
に
お
い
て
は
、
不
調
に
終
わ
っ
た
場

合
、
時
効
が
援
用
さ
れ
る
な
ど
の
措
置
が
設
け
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
と
同
様
に
、
あ
っ
せ
ん
事
件
が
係
属

し
て
い
た
期
間
が
無
駄
に
な
ら
な
い
よ
う
な
制
度
は

有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。

 
さ
ら
に
い
え
ば
、
あ
っ
せ
ん
を
経
て
不
当
労
働
行

為
救
済
申
立
を
行
う
場
合
、
あ
っ
せ
ん
に
お
い
て
当

事
者
が
提
出
し
た
資
料
が
そ
の
ま
ま
不
当
労
働
行
為

の
審
査
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
る
な
ど
、

両
者
の
手
続
の
間
に
お
い
て
連
続
性
が
持
た
せ
ら
れ

れ
ば
、
当
事
者
の
負
担
が
減
る
と
思
わ
れ
る
。

組
合
員
が
本
来
の
業
務
と
異
な
る
清
掃
等
を
行
う
こ
と
、
基
本
給
の
減

額
等
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
組
合
は
団
交
を
申
し
入
れ
た

が
、
使
用
者
か
ら
団
交
事
項
が
組
合
員
の
個
人
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
団
交
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し

た
。

あ
っ
せ
ん
申
請
後
、
組
合
は
、
使
用
者
に
再
度
団
交
申
入
れ
を
行
い
、

団
交
に
応
じ
な
い
場
合
、
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
及
び
法
的
措
置

を
と
る
旨
伝
え
た
が
、
使
用
者
は
団
交
に
応
じ
ら
れ
な
い
と
回
答
し
た

こ
と
か
ら
、
組
合
は
、
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
う
こ
と
を
理

由
と
す
る
取
下
書
を
提
出
し
た
。
そ
の
後
、
団
交
応
諾
を
救
済
内
容
と

す
る
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

11
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7
3

被
申
請
会
社
は
あ
っ
せ
ん
の
諾
否
に
つ
い
て
回
答
し
な
い
ま
ま
、
音
信

不
通
と
な
っ
た
。
組
合
は
あ
っ
せ
ん
申
請
を
取
り
下
げ
、
救
済
申
立
て

を
行
っ
た
。

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

3
9

3

組
合
が
、
既
に
会
社
を
退
職
し
て
い
る
組
合
役
員
に
対
し
、
労
働
協
約

の
締
結
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
交
渉
す
る
権
限
を
委
任
し
た
と
こ

ろ
、
使
用
者
は
「
当
該
組
合
員
の
労
使
交
渉
へ
の
参
加
は
認
め
な
い
」

と
の
意
向
で
あ
っ
た
た
め
、
あ
っ
せ
ん
申
請
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、

２
回
の
あ
っ
せ
ん
が
行
わ
れ
た
が
、
使
用
者
側
の
姿
勢
が
変
わ
ら
ず
、

進
展
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
組
合
は
あ
っ
せ
ん
申
請
を
取
下
げ
、

不
当
労
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
。
不
当
労
の
審
査
に
お
い
て
は
、
調
査

を
２
回
行
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
和
解
勧
告
を
行
い
、
双
方
が
そ
れ

に
合
意
す
る
形
で
和
解
が
成
立
し
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

4
3

組
合
が
会
社
に
対
し
て
、
夏
季
一
時
金
の
増
額
及
び
決
算
書
の
開
示
等

を
要
求
し
、
団
体
交
渉
を
行
っ
て
い
た
が
、
平
行
線
の
ま
ま
と
な
り
、

会
社
が
団
体
交
渉
の
開
催
を
拒
否
し
た
た
め
、
組
合
が
あ
っ
せ
ん
を
申

請
し
た
も
の
。

そ
の
後
、
会
社
か
ら
夏
季
一
時
金
の
支
給
が
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
組

合
は
あ
っ
せ
ん
申
請
を
取
り
下
げ
る
と
と
も
に
、
決
算
書
の
開
示
を
拒

否
し
、
団
体
交
渉
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
不
当
労
働
行
為
に
当
た
る

と
し
て
、
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
事
例
。

※
該
当
の
労
働
組
合
及
び
会
社
は
、
現
在
係
属
中

の
別
事
件
の
当
事
者
で
あ
り
、
本
件
調
査
が
業
務

運
営
上
差
し
支
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
回
答

は
差
し
控
え
ま
す
。

※
該
当
の
労
働
組
合
及
び
会
社
は
、
現
在
係
属
中

の
別
事
件
の
当
事
者
で
あ
り
、
本
件
調
査
が
業
務

運
営
上
差
し
支
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
回
答

は
差
し
控
え
ま
す
。

無
し

無
し

1
5

3
車
両
配
車
基
準
や
組
合
事
務
所
、
組
合
掲
示
板
の
ほ
か
、
労
働
協
約
等

に
か
か
る
他
組
合
と
の
組
合
差
別
の
解
消
を
求
め
た
事
件

会
社
か
ら
不
当
労
働
行
為
を
受
け
続
け
て
い
る
組

合
員
の
不
安
を
早
期
に
払
拭
し
、
組
合
の
組
織
固

め
を
図
る
た
め
に
ま
ず
は
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た

が
、
申
請
後
の
会
社
側
の
態
度
か
ら
あ
っ
せ
ん
で
の

解
決
は
困
難
と
判
断
し
た
た
め
不
当
労
働
行
為
救

済
を
申
し
立
て
た
。
あ
っ
せ
ん
申
請
時
に
不
当
労
働

行
為
救
済
の
申
立
て
も
検
討
し
て
い
た
。

特
に
な
し
。

c 労
使
に
よ
る
協
議
期
間
を
十
分
確
保
で
き
る
こ
と

に
よ
り
、
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
た
め
。

あ
っ
せ
ん
調
整
中
に
お
い
て
も
労
委
を
交
え
て
労
使

協
議
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
メ
リ
ッ
ト
が
大

き
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
有
益
な
制
度
と
考
え
る
。

造
船
所
で
の
保
温
工
事
に
従
事
し
た
組
合
員
Ａ
は
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
じ
ん

に
ば
く
露
し
た
た
め
、
肺
が
ん
を
発
症
し
、
石
綿
肺
が
ん
と
し
て
業
務

上
の
災
害
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

令
和
２
年
６
月
、
組
合
は
会
社
に
対
し
、
Ａ
の
石
綿
肺
が
ん
を
発
症
し

た
こ
と
に
対
す
る
謝
罪
、
補
償
制
度
の
説
明
等
を
要
求
事
項
と
す
る
団

体
交
渉
を
申
し
入
れ
た
が
、
会
社
か
ら
連
絡
は
な
か
っ
た
。

組
合
が
会
社
に
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
弁
護
士
に
依
頼
し
て
お
り
、
書
面

で
対
応
す
る
方
針
と
の
回
答
だ
っ
た
た
め
、
組
合
は
再
度
、
団
体
交
渉

を
申
し
入
れ
る
と
と
も
に
、
会
社
に
対
し
、
団
体
交
渉
に
応
ず
る
よ
う

要
求
し
た
。

し
か
し
、
会
社
は
、
組
合
に
対
し
、
団
体
交
渉
の
前
に
Ａ
の
労
災
等
に

係
る
一
切
の
書
類
を
送
付
す
る
よ
う
求
め
、
団
体
交
渉
に
応
じ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
た
め
、
自
主
交
渉
で
は
進
展
が
図
れ
な
い
と
判
断
し
て
、

あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
。

あ
っ
せ
ん
に
お
い
て
、
団
体
交
渉
の
実
施
を
促
し
た
と
こ
ろ
、
団
体
交

渉
の
日
時
が
決
定
し
た
こ
と
か
ら
、
組
合
側
が
あ
っ
せ
ん
申
請
を
取
り

下
げ
た
。
し
か
し
、
団
体
交
渉
に
お
い
て
、
会
社
が
具
体
的
な
回
答
を

行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。

除
斥
期
間
の
問
題
は
い
ず
れ
の
事
案
も
生
じ
て
い
な

い
た
め
、
聞
き
取
り
は
行
っ
て
い
な
い
。

4
4

3

12
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1
5

3
春

闘
に

か
か

る
誠

実
な

団
体

交
渉

の
開

催
を

求
め

た
事

件

あ
っ

せ
ん

申
請

に
対

し
て

、
会

社
は

交
渉

に
よ

る
自

主
解

決
を

目
指

す
と

し
て

、
あ

っ
せ

ん
不

要
と

の
姿

勢
を

示
し

な
が

ら
、

組
合

が
要

求
す

る
社

長
ま

た

は
決

定
権

者
が

出
席

す
る

こ
と

な
く

、
進

展
が

な

い
ま

ま
時

間
ば

か
り

が
経

過
し

、
解

決
の

見
通

し

も
立

た
ず

建
設

的
な

交
渉

が
不

可
能

と
判

断
し

た

た
め

で
す

。

障
害

と
な

る
よ

う
な

事
案

は
あ

り
ま

せ
ん

で
し

た

が
、

あ
っ

せ
ん

申
請

中
も

救
済

申
立

中
も

、
会

社
の

交
渉

態
度

に
変

化
は

見
ら

れ
ま

せ
ん

で
し

た
。

d  除
斥

期
間

が
あ

る
こ

と
は

救
済

の
隘

路
と

な
る

の

で
、

除
斥

期
間

は
廃

止
す

べ
き

で
あ

る
。

不
当

労
働

行
為

の
内

容
に

差
異

が
あ

っ
た

と
し

て

も
、

同
じ

使
用

者
に

よ
る

行
為

で
あ

れ
ば

、
あ

っ
せ

ん
申

請
時

を
不

当
労

働
行

為
の

救
済

申
立

と
見

な
す

こ
と

は
有

益
と

考
え

ま
す

。

6
3 4
b

・
３

、
4
b

の
事

例
あ

り
。

た
だ

し
、

除
斥

期
間

と
は

無
関

係

・
審

査
手

続
が

進
む

中
で

あ
っ

せ
ん

手
続

に
移

行
し

た
事

例
あ

り
。

除
斥

期
間

の
問

題
と

は
関

係
な

く
不

当
労

働
行

為

救
済

申
立

て
が

行
わ

れ
た

と
思

わ
れ

る
こ

と
か

ら
、

組
合

に
は

調
査

し
て

い
な

い
。

無
し

無
し

無
し

4
6

4
a

上
記

事
例

に
同

じ
。

（
組

合
員

に
対

す
る

低
額

の
賞

与
査

定
に

つ
い

て
、

組
合

は
、

ま
ず

あ
っ

せ
ん

を
申

請
し

、
調

整
を

重
ね

た
が

、
不

調

に
終

わ
っ

た
。

調
整

に
長

期
間

を
要

し
た

た
め

、
申

請
の

対
象

と
な

っ

た
賞

与
支

給
に

つ
い

て
は

あ
っ

せ
ん

終
結

の
時

点
で

１
年

の
除

斥
期

間

を
経

過
し

て
い

た
が

、
そ

の
後

の
賞

与
に

つ
い

て
も

低
額

査
定

が
続

い

て
い

た
た

め
、

組
合

は
継

続
す

る
行

為
に

あ
た

る
と

し
て

不
当

労
働

行

為
申

立
を

行
い

、
初

審
で

は
認

め
ら

れ
た

が
、

再
審

査
で

、
継

続
す

る

行
為

と
は

認
め

ら
れ

な
い

と
し

て
却

下
さ

れ
た

。
）

無
し

無
し

f 
事

件
の

性
格

に
よ

る
｡
例

え
ば

団
交

拒
否

事
件

な

ど
は

早
期

の
解

決
が

必
要

で
あ

り
、

１
年

で
も

差

し
支

え
な

い
が

、
長

年
に

わ
た

る
賃

金
差

別
事

件

な
ど

は
弾

力
的

な
対

応
が

必
要

 
事

件
の

性
格

や
会

社
の

対
応

次
第

で
は

あ
っ

せ
ん

に
長

期
間

を
要

す
る

こ
と

が
あ

り
、

そ
う

い
っ

た
場

合
に

１
年

の
除

斥
期

間
が

あ
る

た
め

に
不

当
労

働
行

為
の

救
済

が
受

け
ら

れ
な

く
な

る
の

は
問

題
で

あ
る

と
考

え
る

。
こ

の
よ

う
な

問
題

に
対

処
す

る
上

で
有

益
な

制
度

と
考

え
る

の
で

、
是

非
と

も
実

現
し

て
も

ら
い

た
い

。

4
6

4
a

従
業

員
が

組
合

を
結

成
し

団
交

を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

そ
の

中
で

会
社

役

員
か

ら
組

合
員

に
対

す
る

恫
喝

発
言

が
行

わ
れ

た
。

そ
の

後
も

様
々

な

不
利

益
取

扱
い

が
行

わ
れ

て
き

た
が

、
組

合
役

員
が

解
雇

さ
れ

る
に

及

び
、

組
合

は
解

決
を

求
め

て
あ

っ
せ

ん
を

申
請

し
た

が
、

会
社

は
応

じ

な
か

っ
た

。
そ

こ
で

、
組

合
は

不
当

労
働

行
為

の
救

済
を

申
し

立
て

、

組
合

結
成

以
来

の
会

社
の

行
為

に
対

す
る

救
済

を
求

め
た

が
、

上
記

団

交
に

お
け

る
発

言
に

つ
い

て
は

、
既

に
１

年
以

上
が

経
過

し
て

い
た

（
一

部
救

済
命

令
が

発
せ

ら
れ

た
が

、
当

該
発

言
に

つ
い

て
は

、
除

斥

期
間

の
経

過
に

よ
る

却
下

で
は

な
く

、
発

言
自

体
が

認
定

で
き

な
い

と

し
て

棄
却

の
判

断
が

な
さ

れ
た

。
）

。

無
し

無
し

f 
ケ

ー
ス

に
よ

る
が

、
弾

力
的

運
用

が
な

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る
。

 
労

働
者

側
か

ら
す

れ
ば

、
本

件
の

よ
う

な
ケ

ー
ス

で
は

救
済

対
象

が
広

が
る

可
能

性
が

あ
り

、
制

度
化

が
望

ま
し

い
。

4
6

4
a

春
闘

の
賃

上
げ

交
渉

で
会

社
が

経
営

資
料

（
財

務
諸

表
）

の
開

示
に

応

じ
な

か
っ

た
た

め
、

開
示

を
求

め
て

あ
っ

せ
ん

を
申

請
し

た
と

こ
ろ

、

会
社

が
提

案
を

小
出

し
に

す
る

な
ど

し
た

た
め

、
あ

っ
せ

ん
は

長
期

化

し
た

。
最

終
的

に
は

、
開

示
対

象
資

料
に

つ
い

て
折

り
合

わ
ず

に
あ

っ

せ
ん

は
不

調
に

終
わ

っ
た

が
そ

の
時

点
で

は
、

当
初

の
団

交
実

施
か

ら

１
年

が
経

過
し

て
お

り
、

組
合

は
却

下
を

避
け

る
た

め
、

再
度

団
交

を

申
し

入
れ

た
上

で
、

不
誠

実
団

交
の

不
当

労
働

行
為

救
済

申
立

て
を

行
っ

た
。

無
し

無
し

f 
事

件
の

性
格

や
会

社
の

対
応

次
第

で
、

弾
力

的

運
用

が
な

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

本
件

の
よ

う
に

会
社

の
対

応
次

第
で

は
あ

っ
せ

ん
に

長
期

間
を

要
す

る
こ

と
が

あ
り

、
そ

う
い

っ
た

場
合

に
１

年
の

除
斥

期
間

が
あ

る
た

め
に

不
当

労
働

行
為

の
救

済
を

受
け

る
た

め
の

手
間

が
増

え
る

の
は

問
題

で
あ

る
と

考
え

る
。

こ
の

よ
う

な
問

題
に

対
処

す
る

上
で

有
益

な
制

度
と

考
え

る
の

で
、

是
非

と
も

実
現

し
て

も
ら

い
た

い
。

9
4
b

組
合

は
、

３
６

協
定

締
結

の
た

め
の

労
働

者
の

過
半

数
代

表
の

選
出

方

法
を

巡
っ

て
、

法
人

と
協

議
を

重
ね

た
が

、
双

方
の

主
張

が
折

り
合

わ

ず
、

法
人

が
選

出
手

続
に

入
っ

た
こ

と
か

ら
、

組
合

は
団

体
交

渉
の

応

諾
を

あ
っ

せ
ん

事
項

と
し

て
あ

っ
せ

ん
を

申
請

し
た

。
第

1
回

あ
っ

せ
ん

に
お

い
て

、
両

者
の

主
張

に
隔

た
り

が
あ

り
、

組
合

が
不

当
労

働
行

為

救
済

申
立

の
意

向
を

示
し

た
た

め
、

打
切

り
と

な
っ

た
が

、
1
か

月
間

程

度
の

あ
っ

せ
ん

期
間

で
あ

っ
た

た
め

、
除

斥
期

間
の

問
題

は
生

じ
ず

、

審
査

事
件

に
移

行
し

た
。

※
諸

般
の

事
情

に
よ

り
、

当
事

例
に

つ
い

て
の

以

下
の

組
合

調
査

は
見

送
り

ま
し

た
。
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4
0

4
b

使
用
者
と
の
関
係
が
悪
く
な
り
退
職
し
た
組
合
員
に
つ
い
て
、
組
合

は
、
退
職
を
強
要
さ
れ
た
と
し
て
解
雇
撤
回
等
を
求
め
る
団
交
を
申
し

入
れ
た
が
、
使
用
者
か
ら
何
の
反
応
も
な
い
こ
と
か
ら
、
団
交
応
諾
を

求
め
て
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
。

使
用
者
は
あ
っ
せ
ん
に
応
じ
る
意
思
が
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
た

め
、
あ
っ
せ
ん
不
開
始
と
し
た
。
そ
の
後
、
組
合
は
、
団
交
応
諾
を
救

済
内
容
と
す
る
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

4
0

4
b

組
合
員
の
解
雇
撤
回
等
を
求
め
た
団
交
応
諾
を
調
整
事
項
と
し
た
あ
っ

せ
ん
申
請
に
係
る
争
議
解
決
後
、
交
渉
事
項
を
解
決
金
の
支
払
い
に
変

更
し
た
団
交
が
開
催
さ
れ
た
が
、
解
決
金
の
額
に
つ
い
て
の
話
合
い
が

ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
組
合
は
、
再
度
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し

た
。

あ
っ
せ
ん
に
お
い
て
は
、
労
使
双
方
の
主
張
の
隔
た
り
が
大
き
い
こ
と

か
ら
、
あ
っ
せ
ん
打
切
り
と
し
た
。
そ
の
後
、
組
合
は
、
解
決
金
要
求

を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
た
団
交
拒
否
を
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
を
救
済
内
容
と
す
る
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
っ

た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

4
0

4
b

団
交
開
催
を
先
延
ば
し
さ
れ
る
中
で
、
使
用
者
が
行
っ
た
と
主
張
す
る

不
当
労
働
行
為
に
つ
い
て
、
謝
罪
及
び
原
状
回
復
を
求
め
て
な
さ
れ
た

あ
っ
せ
ん
申
請
に
係
る
争
議
解
決
後
、
労
使
交
渉
が
進
め
ら
れ
た
が
、

団
交
に
対
す
る
使
用
者
の
姿
勢
の
是
正
を
求
め
て
、
組
合
は
、
再
度

あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
。

あ
っ
せ
ん
に
お
い
て
は
、
労
使
双
方
の
意
見
の
隔
た
り
が
大
き
い
こ
と

か
ら
、
あ
っ
せ
ん
打
切
り
と
し
た
。
そ
の
後
、
組
合
は
、
誠
実
団
交
、

支
配
介
入
の
禁
止
、
組
合
員
の
現
職
復
帰
を
救
済
内
容
と
す
る
不
当
労

働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

無
し

有
益
と
考
え
る
。
使
用
者
側
に
不
当
労
働
行
為
を
さ

せ
な
い
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

3
2

4
b

組
合
員
X
は
、
平
成
2
6
年
9
月
に
法
人
が
開
催
す
る
中
国
語
講
座
の
講
師

と
な
っ
た
が
、
平
成
3
1
年
2
月
、
翌
年
度
の
講
座
か
ら
外
す
と
通
知
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
組
合
は
、
法
人
に
対
し
X
に
引
き
続
き
講
師
の
業
務

を
さ
せ
る
よ
う
要
求
し
、
団
体
交
渉
を
申
し
入
れ
た
が
、
法
人
は
X
と

は
労
使
関
係
に
な
い
と
し
て
団
体
交
渉
を
拒
否
し
た
た
め
、
組
合
は
当

委
員
会
へ
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
。

当
委
員
会
が
あ
っ
せ
ん
応
諾
の
意
思
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
法
人
は
、
X

と
は
雇
用
契
約
関
係
に
な
く
、
組
合
と
の
交
渉
に
応
じ
る
余
地
は
な
い

の
で
あ
っ
せ
ん
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
た
め
、
当
委

員
会
で
は
あ
っ
せ
ん
を
終
結
（
不
開
始
）
と
し
た
。

そ
の
後
、
組
合
は
、
同
年
４
月
、
法
人
の
団
体
交
渉
の
不
応
諾
が
不
当

労
働
行
為
に
該
当
す
る
と
し
て
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
。
（
不
当
労
事

件
に
つ
い
て
は
和
解
で
終
結
。
）

無
し

無
し
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2
3

4
b

組
合
員
の
時
間
外
手
当
の
未
払
等
に
つ
い
て
、
組
合
は
、
団
体
交
渉
を

行
っ
て
い
た
が
、
議
論
が
平
行
線
で
あ
る
と
し
て
団
体
交
渉
を
打
ち
切

ら
れ
た
。
組
合
は
、
団
体
交
渉
の
再
開
を
求
め
て
、
あ
っ
せ
ん
を
申
請

し
た
が
、
被
申
請
者
の
辞
退
に
よ
り
不
調
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
組

合
は
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
を
行
っ
た
。
組
合
が
申
し
入
れ
た
団
体

交
渉
事
項
の
う
ち
一
部
に
つ
い
て
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
一
部

救
済
命
令
に
よ
り
、
当
該
事
件
は
終
結
し
た
。

無
し

無
し

無
し

特
定
の
事
件
に
関
し
て
は
、
有
益
な
場
合
も
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

3
4

4
b

平
成
２
３
年
２
月
１
６
日
付
け
で
団
体
交
渉
の
促
進
に
つ
い
て
組
合

が
、
同
年
３
月
１
０
日
付
け
で
組
合
の
組
合
活
動
に
つ
い
て
会
社
が
、

そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
い
、
同
年
３
月
３
０
日
に
、
労
使
双
方

が
「
実
質
的
な
交
渉
を
行
う
も
の
」
な
ど
と
す
る
あ
っ
せ
ん
案
に
受
諾

し
た
も
の
の
、
同
年
８
月
２
９
日
付
け
で
組
合
が
、
会
社
が
書
面
を
多

発
す
る
な
ど
組
合
活
動
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
及
び
会
社
が
団
体
交
渉

に
誠
実
に
応
じ
ず
、
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
等
の
交
渉
が
進
捗
し
て
い
な
い
こ

と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
と
し
て
、
申
し
立
て
た

事
案
で
あ
る
。
（
一
部
救
済
）

無
し

無
し

無
し

無
し

3
4

4
b

平
成
２
５
年
６
月
２
２
日
付
け
で
組
合
掲
示
板
の
設
置
、
貸
与
に
つ
い

て
組
合
が
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
年
７
月
１
０
日
付
け

で
会
社
か
ら
辞
退
書
の
提
出
が
あ
り
、
同
年
７
月
１
６
日
に
あ
っ
せ
ん

員
が
あ
っ
せ
ん
の
打
切
り
を
判
断
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
１
１
月
８
日
付

け
で
組
合
が
、
会
社
が
企
業
内
別
組
合
に
貸
与
し
て
い
る
組
合
掲
示
板

と
同
様
の
組
合
掲
示
板
の
設
置
及
び
貸
与
を
要
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
認
め
な
か
っ
た
こ
と
が
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
と
し
て
、
申

し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。
（
関
与
和
解
）

無
し

無
し

無
し

無
し

3
4

4
b

平
成
２
６
年
１
月
８
日
付
け
で
団
体
交
渉
の
促
進
等
に
つ
い
て
組
合
が

あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
年
１
月
２
０
日
付
け
で
会
社
か

ら
辞
退
書
の
提
出
が
あ
り
、
同
年
１
月
２
１
日
に
あ
っ
せ
ん
員
が
あ
っ

せ
ん
打
切
り
の
判
断
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
１
月
２
８
日
付
け
で
組
合

が
、
平
成
２
５
年
１
１
月
２
１
日
付
け
で
申
し
入
れ
た
団
体
交
渉
に
会

社
が
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
と
し
て
、

申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。
（
関
与
和
解
）

無
し

無
し

無
し

無
し

4
2

4
b

令
和
元
年
６
月
、
被
申
立
人
は
、
下
請
会
社
で
あ
る
申
立
外
Ｃ
社
に
対

し
、
『
当
社
社
員
に
対
す
る
セ
ク
ハ
ラ
（
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
）
に
つ
い

て
』
と
題
す
る
文
書
（
以
下
「
本
件
文
書
」
と
い
う
。
）
を
送
付
し

た
。
被
申
立
人
は
、
本
件
文
書
に
て
、
「
組
合
員
Ａ
が
被
申
立
人
社
員

に
対
し
恐
怖
を
覚
え
る
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
」
を
示
し
、

申
立
外
Ｃ
社
に
お
い
て
事
実
確
認
の
上
、
厳
正
な
処
分
を
す
る
こ
と
等

を
求
め
て
い
た
。

本
件
文
書
の
送
付
を
受
け
、
申
立
外
Ｃ
社
は
、
組
合
員
Ａ
に
対
し
、
同

月
２
７
日
に
「
被
申
立
人
Ｂ
工
場
へ
の
出
入
り
禁
止
」
及
び
「
自
宅
待

機
」
を
指
示
し
、
そ
の
後
、
○
県
内
の
営
業
所
へ
の
異
動
を
打
診
し

た
。

本
件
は
、
被
申
立
人
が
本
件
文
書
を
発
出
し
て
、
組
合
員
Ａ
の
「
出
入

り
禁
止
処
分
」
を
要
求
し
た
こ
と
が
、
労
組
法
第
７
条
第
１
号
に
該
当

す
る
不
利
益
取
扱
い
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
撤
回
、
治
療
費
の
支
払
等

を
求
め
て
救
済
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

無
し

無
し

(調
査
を
実
施
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
)

(調
査
を
実
施
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
)
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3
4

4
b

平
成
２
７
年
１
０
月
２
８
日
付
け
で
団
体
交
渉
の
促
進
に
つ
い
て
組
合

が
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
年
１
１
月
１
６
日
付
け
で
会

社
か
ら
辞
退
書
の
提
出
が
あ
り
、
同
年
１
１
月
１
７
日
に
あ
っ
せ
ん
員

が
あ
っ
せ
ん
打
切
り
の
判
断
を
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
２
８
年
３
月
８
日

付
け
で
組
合
が
、
会
社
が
裁
判
上
の
和
解
に
よ
り
職
場
復
帰
す
る
こ
と

に
な
っ
た
組
合
員
に
対
し
、
解
雇
前
と
異
な
る
職
場
に
配
置
し
単
純
作

業
を
さ
せ
る
等
の
報
復
措
置
を
し
た
こ
と
及
び
平
成
２
７
年
１
０
月
１

日
付
け
で
申
し
入
れ
た
団
体
交
渉
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ

れ
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
と
し
て
、
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。

（
取
下
げ
（
自
主
解
決
）
）

無
し

無
し

無
し

無
し

3
4

4
b

平
成
２
８
年
３
月
２
４
日
付
け
で
団
体
交
渉
の
促
進
に
つ
い
て
組
合
が

あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
年
４
月
２
０
日
付
け
で
法
人
か

ら
辞
退
書
の
提
出
が
あ
り
、
同
年
４
月
２
５
日
に
あ
っ
せ
ん
員
が
あ
っ

せ
ん
打
切
り
の
判
断
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
４
月
２
８
日
付
け
で
組
合

が
、
同
年
３
月
９
日
付
け
で
申
し
入
れ
た
団
体
交
渉
に
法
人
が
応
じ
な

か
っ
た
こ
と
が
、
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
と
し
て
、
申
し
立
て
た

事
案
で
あ
る
。
（
関
与
和
解
）

無
し

無
し

無
し

無
し

3
4

4
b

平
成
２
８
年
１
１
月
１
５
日
付
け
で
団
体
交
渉
の
促
進
等
に
つ
い
て
組

合
が
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
年
１
２
月
２
８
日
付
け
で

会
社
か
ら
辞
退
書
の
提
出
が
あ
り
、
平
成
２
９
年
１
月
４
日
に
あ
っ
せ

ん
員
が
あ
っ
せ
ん
打
切
り
の
判
断
を
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
２
９
年
３
月

６
日
付
け
で
組
合
が
、
平
成
２
８
年
３
月
１
０
日
付
け
で
申
し
入
れ
た

団
体
交
渉
に
会
社
が
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
不
当
労
働
行
為
に
該
当

す
る
と
し
て
、
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。
（
関
与
和
解
）

無
し

無
し

無
し

無
し

3
4

4
b

平
成
２
９
年
３
月
７
日
付
け
で
団
体
交
渉
の
促
進
等
に
つ
い
て
組
合
が

あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
年
３
月
２
８
日
付
け
で
会
社
か

ら
辞
退
書
の
提
出
が
あ
り
、
同
年
４
月
３
日
に
あ
っ
せ
ん
員
が
あ
っ
せ

ん
打
切
り
の
判
断
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
６
月
２
８
日
付
け
で
組
合

が
、
同
年
６
月
７
日
付
け
及
び
同
月
１
５
日
付
け
で
そ
れ
ぞ
れ
申
し
入

れ
た
団
体
交
渉
に
会
社
が
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
不
当
労
働
行
為
に

該
当
す
る
と
し
て
、
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。
（
全
部
救
済
）

無
し

無
し

無
し

無
し

7
4
b
被
申
請
会
社
は
あ
っ
せ
ん
応
諾
を
拒
否
し
た
た
め
、
本
件
は
打
切
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
組
合
は
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
。

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

4
4

4
b

組
合
と
法
人
は
、
令
和
３
年
３
月
、
団
体
交
渉
を
行
っ
た
。
組
合
は
、

Ａ
の
雇
止
め
撤
回
及
び
児
童
養
護
施
設
で
の
労
働
条
件
の
改
善
を
求
め

た
が
、
法
人
は
、
セ
ン
タ
ー
で
の
引
継
業
務
の
範
囲
で
、
３
か
月
間
で

あ
れ
ば
雇
用
す
る
と
の
最
終
案
を
提
示
し
た
。
組
合
が
、
法
人
の
最
終

案
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
、
令
和
３
年
３
月
、
Ａ
は
雇
止
め
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
組
合
は
、
自
主
交
渉
で
は
進
展
が
図
れ
な
い
と
判
断
し

て
、
令
和
３
年
４
月
、
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
。
そ
の
後
、
本
件
は
、

組
合
側
か
ら
あ
っ
せ
ん
が
不
調
で
あ
っ
た
た
め
不
当
労
働
行
為
救
済
申

立
て
が
な
さ
れ
た
。

除
斥
期
間
の
問
題
は
い
ず
れ
の
事
案
も
生
じ
て
い
な

い
た
め
、
聞
き
取
り
は
行
っ
て
い
な
い
。
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1
7

4
b

当
事
者
：
X
１
労
働
組
合
、
X
２
労
働
組
合
、
Y
市

経
過
：

H
2
5
.1
2
.3
X
１
労
働
組
合
、
X
２
労
働
組
合
が
Y
市
に
対
し
あ
っ
せ
ん
を

申
請
(申
請
内
容
：
再
任
用
制
度
の
変
更
に
つ
い
て
)

H
2
6
.2
.1
3
不
調
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
打
切
り

H
2
6
.5
.2
7
X
1
労
働
組
合
、
X
２
労
働
組
合
が
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立

(労
組
法
２
号
該
当
)

H
2
7
.5
.1
和
解
勧
告

H
2
7
.5
.2
5
取
下
(和
解
案
受
諾
)に
よ
り
終
結

無
し

無
し

無
し

無
し

1
2

4
b

夏
、
冬
の
賞
与
や
賃
金
引
上
げ
を
求
め
組
合
か
ら
複
数
回
に
わ
た
り

あ
っ
せ
ん
申
請
が
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
不
調
に
終
わ
っ
た
。
そ
の

後
、
組
合
か
ら
こ
れ
ら
の
賞
与
や
賃
金
引
上
げ
に
係
る
団
体
交
渉
に
お

け
る
会
社
の
態
度
が
不
誠
実
で
あ
っ
た
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
の
救

済
申
立
が
な
さ
れ
た
。

無
し

無
し

無
し

非
常
に
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。

2
0

4
b

①
未
払
賃
金
の
支
払
に
係
る
団
交
拒
否
を
理
由
と
し
て
申
立
て
ら
れ
た

も
の
。
断
続
的
に
交
渉
を
行
い
な
が
ら
被
申
立
人
が
応
答
し
な
く
な
っ

た
都
度
申
立
て
の
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
除
斥
期
間
の
問
題
は
生
じ
な

か
っ
た
。

②
シ
フ
ト
減
と
雇
止
め
に
係
る
団
交
拒
否
を
理
由
と
し
て
申
し
立
て
ら

れ
た
も
の
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
由
が
接
近
し
て
い
た
た
め
除
斥
期
間
の
問

題
は
生
じ
な
か
っ
た
。

無
し

無
し

困
難
な
た
め
聴
取
不
可

困
難
な
た
め
聴
取
不
可

3
9

4
b

組
合
が
、
使
用
者
に
お
い
て
分
会
を
立
上
げ
、
団
交
を
申
し
入
れ
た

が
、
使
用
者
は
、
組
合
員
資
格
に
疑
義
が
あ
る
と
し
て
団
交
に
応
じ
な

か
っ
た
ほ
か
、
組
合
員
に
対
す
る
減
給
や
降
格
の
処
分
や
、
従
業
員
に

対
し
て
「
組
合
に
は
加
入
す
べ
き
で
な
い
」
と
い
っ
た
声
か
け
を
行
う

な
ど
し
た
た
め
、
団
交
応
諾
や
組
合
員
の
処
分
撤
回
な
ど
を
求
め
て
、

組
合
が
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
。
あ
っ
せ
ん
は
複
数
回
行
わ
れ
た
も
の

の
不
調
に
終
わ
っ
た
た
め
、
組
合
か
ら
不
当
労
の
救
済
申
立
て
が
行
わ

れ
、
最
終
的
に
、
一
部
救
済
の
命
令
が
出
さ
れ
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

無
し

2
4
b

組
合
は
、
社
会
保
険
へ
の
加
入
、
賃
金
全
額
の
支
払
い
、
労
働
時
間
・

休
日
等
の
明
確
化
な
ど
組
合
員
の
労
働
条
件
に
関
す
る
団
体
交
渉
の
拒

否
に
つ
い
て
、
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
が
、
被
申
請
者
は
、
組
合
員
は

同
居
の
親
族
で
あ
っ
て
使
用
従
属
関
係
に
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
労

働
者
性
を
否
定
し
、
別
に
係
属
す
る
離
婚
訴
訟
で
争
わ
れ
る
べ
き
夫

婦
・
家
族
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
あ
っ
せ
ん
に
応
じ
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
調
整
は
困
難
と
判
断
し
、
や
む
な
く
打
ち
切
り
と
し
た
。

そ
の
後
、
組
合
は
、
組
合
加
入
を
理
由
に
師
弟
関
係
を
解
消
し
た
こ
と

が
不
利
益
取
扱
い
、
労
組
法
上
の
労
働
者
に
当
た
ら
な
い
こ
と
を
理
由

に
団
体
交
渉
を
拒
否
し
た
こ
と
が
団
交
拒
否
で
あ
る
と
し
て
、
不
当
労

働
行
為
の
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
。

初
審
で
は
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
組
合
員
は
労
組
法
上

の
労
働
者
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
棄
却
し
た
と
こ
ろ
、
組
合
は
、
再
審

査
の
申
立
て
を
行
っ
た
。

な
お
、
組
合
が
再
審
査
を
取
下
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
事
件
は
終
結
し

た
。

無
し

無
し

無
し
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3
9

4
b

会
社
間
の
合
併
に
と
も
な
い
、
各
社
に
存
在
し
て
い
た
既
存
の
組
合
も

合
併
に
向
け
て
調
整
を
行
っ
た
が
、
主
導
権
を
持
っ
て
い
る
最
大
多
数

の
組
合
の
運
営
方
針
等
に
疑
問
を
持
っ
た
従
業
員
達
が
新
た
に
組
合
を

結
成
し
、
会
社
と
の
間
で
団
交
を
行
い
、
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
の
実
施
、
掲

示
板
の
設
置
場
所
の
貸
与
等
を
求
め
た
が
進
展
せ
ず
、
あ
っ
せ
ん
申
請

を
行
っ
た
。
あ
っ
せ
ん
は
２
回
行
わ
れ
た
が
、
不
調
に
終
わ
っ
た
た

め
、
不
当
労
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
は
、
一
部
救
済
の
命

令
が
出
さ
れ
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

3
9

4
b

日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
で
あ
る
組
合
員
は
、
食
品
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た

が
、
使
用
者
か
ら
解
雇
さ
れ
た
こ
と
に
納
得
で
き
ず
、
組
合
に
加
入
し

て
会
社
と
の
間
で
団
交
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
進
展
せ
ず
、
あ
っ
せ
ん

申
請
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
あ
っ
せ
ん
も
不
調
に
終
わ
っ
た
た
め
組
合

か
ら
不
当
労
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
、
組
合
の
救
済
申
立

て
は
棄
却
さ
れ
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

3
9

4
b

労
働
者
が
、
上
司
か
ら
パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
適
応
障
害
を

発
症
し
、
休
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
会
社
の
対

応
が
不
十
分
と
し
て
、
組
合
に
加
入
し
団
交
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
２
回

目
の
団
交
を
会
社
が
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
っ
せ
ん
申
請
が
行
わ
れ

た
。
会
社
は
、
あ
っ
せ
ん
に
応
諾
し
な
い
意
向
が
強
く
、
労
委
と
し
て

は
調
整
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
あ
っ
せ
ん
が
打
切
り
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
組
合
は
不
当
労
の
申
立
て
を
行
っ
た
。
第
１
回
期
日
に
和
解
協
議

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
合
意
が
成
立
し
た
こ
と
か
ら
、
組
合
は
申
立
て
を

取
下
げ
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

3
9

4
b

組
合
が
、
社
内
の
大
多
数
組
合
に
は
認
め
て
い
る
掲
示
板
及
び
組
合
事

務
所
の
設
置
を
求
め
て
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
が
、
会
社
か
ら
は
、
自

主
交
渉
に
よ
る
解
決
を
考
え
て
い
る
た
め
あ
っ
せ
ん
に
は
応
諾
し
な
い

と
の
意
向
が
示
さ
れ
、
打
切
り
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
交
渉
が
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
組
合
か
ら
救
済
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。
期

日
は
複
数
回
開
か
れ
た
が
、
両
者
で
和
解
が
成
立
し
て
、
事
件
は
終
結

し
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

3
9

4
b

会
社
に
よ
る
、
就
業
規
則
の
退
職
金
規
定
の
複
数
回
に
わ
た
る
一
方
的

な
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
、

あ
っ
せ
ん
申
請
が
提
出
さ
れ
た
が
、
会
社
は
あ
っ
せ
ん
に
応
じ
ず
打
切

り
と
な
っ
た
た
め
、
不
当
労
の
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的

に
、
会
社
の
対
応
は
不
誠
実
で
あ
り
、
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
と

し
て
一
部
救
済
の
命
令
が
出
さ
れ
た
。

無
し

無
し

無
し

無
し

2
2

4
b

Ｙ
大
学
に
勤
務
す
る
非
常
勤
講
師
Ｂ
の
雇
い
止
め
に
つ
い
て
、
Ｘ
合
同

労
組
が
大
学
側
に
団
体
交
渉
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
大
学
側
が
こ
れ
に
応

じ
な
か
っ
た
た
め
、
あ
っ
せ
ん
申
請
が
な
さ
れ
た
が
、
大
学
側
が
あ
っ

せ
ん
に
応
じ
ず
、
打
切
り
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
Ｘ
合
同
労
組
は
、
団

体
交
渉
に
応
じ
る
こ
と
を
求
め
る
不
当
労
働
行
為
の
申
立
て
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
大
学
側
が
団
体
交
渉
に
応
じ
る
こ
と
と
な
り
、
申
し
立
て
は

取
下
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
団
体
交
渉
が
進
展
し
な
か
っ
た
め
、
Ｘ
合

同
労
組
は
、
雇
用
継
続
を
求
め
る
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
い
、
大
学
側
が

解
決
金
を
支
払
う
こ
と
で
当
初
の
労
使
紛
争
か
ら
1
年
以
内
に
終
結
し

た
。

無
し

無
し

組
合
へ
の
聞
き
取
り
は
控
え
た
。

組
合
へ
の
聞
き
取
り
は
控
え
た
。
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4
6

4
b

印
刷

会
社

で
固

定
残

業
代

制
度

の
下

で
長

時
間

労
働

が
続

い
て

い
た

た

め
、

従
業

員
が

組
合

に
加

入
し

た
と

こ
ろ

、
会

社
は

、
組

合
に

残
業

を

さ
せ

な
く

な
り

、
そ

の
た

め
の

総
労

働
時

間
の

減
少

を
理

由
に

組
合

員

の
昇

給
や

賞
与

を
ス

ト
ッ

プ
し

た
。

組
合

は
先

ず
あ

っ
せ

ん
を

申
請

し

た
が

、
不

調
に

終
わ

っ
た

た
め

、
同

一
事

項
に

つ
い

て
、

不
当

労
働

行

為
救

済
を

申
し

立
て

、
救

済
命

令
が

発
せ

ら
れ

た
。

無
し

無
し

f 
労

使
協

議
に

よ
る

解
決

が
望

ま
し

い
が

、
時

間

的
に

一
定

の
目

安
も

必
要

で
あ

る
の

で
、

除
斥

期

間
自

体
は

否
定

さ
れ

な
い

。
そ

こ
で

、
実

情
に

応

じ
た

弾
力

的
運

用
が

望
ま

し
い

が
、

そ
の

妥
当

性

を
判

断
す

る
こ

と
も

難
し

い
の

で
、

結
論

的
に

は

現
行

の
１

年
を

３
年

程
度

に
伸

ば
す

こ
と

が
適

当
と

考
え

る
。

 
あ

っ
せ

ん
と

不
当

労
働

行
為

と
の

制
度

間
の

矛
盾

を
解

消
す

る
た

め
、

是
非

と
も

必
要

な
制

度
と

考
え

る
。

4
6

4
b

自
治

体
の

競
輪

事
業

の
発

券
業

務
に

従
事

し
て

い
た

日
々

雇
用

職
員

の

退
職

金
に

つ
い

て
、

労
働

協
約

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
条

例
の

根

拠
を

欠
く

と
し

て
自

治
体

が
支

払
を

拒
否

し
た

た
め

、
団

体
交

渉
が

行

わ
れ

た
が

解
決

せ
ず

、
組

合
は

あ
っ

せ
ん

を
申

請
し

た
が

、
不

調
に

終

わ
っ

た
後

、
団

体
交

渉
が

不
誠

実
で

あ
っ

た
と

し
て

不
当

労
働

行
為

を

申
し

立
て

た
。

組
合

員
は

別
途

退
職

金
等

の
支

払
を

求
め

て
訴

え
を

提

起
し

、
裁

判
所

で
和

解
が

成
立

し
た

こ
と

に
よ

り
事

件
は

解
決

し
た

。

無
し

無
し

f 
ケ

ー
ス

に
よ

る
が

、
弾

力
的

運
用

が
な

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る
。

 
労

働
者

側
か

ら
す

れ
ば

、
制

度
が

利
用

し
や

す
く

な
る

の
で

、
制

度
化

が
望

ま
し

い
。

4
6

4
b

組
合

員
は

も
と

も
と

別
組

合
に

加
入

し
て

い
た

が
、

仕
事

上
の

ミ
ス

を

理
由

に
遠

隔
地

配
転

を
提

案
さ

れ
、

持
病

を
理

由
に

断
っ

た
と

こ
ろ

、

解
雇

さ
れ

た
。

別
組

合
が

こ
れ

を
容

認
す

る
姿

勢
を

み
せ

た
た

め
、

組

合
員

は
申

立
人

に
加

入
し

直
し

、
解

雇
撤

回
を

求
め

て
あ

っ
せ

ん
を

申

請
し

た
。

そ
の

際
、

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

か
ら

は
雇

用
保

険
の

仮
給

付
が

可

能
と

の
説

明
を

受
け

て
い

た
が

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
が

一
転

し
て

、
裁

判

か
不

当
労

働
行

為
救

済
申

立
て

で
な

い
と

仮
給

付
は

で
き

な
い

と
対

応

を
変

え
た

た
め

、
組

合
は

あ
っ

せ
ん

を
取

り
下

げ
、

不
当

労
働

行
為

救

済
申

立
に

切
り

替
え

た
。

事
件

は
和

解
に

よ
り

解
決

し
た

。

無
し

無
し

c
 

制
度

化
に

賛
成

で
あ

る
。

4
6

4
b

自
治

体
の

学
童

保
育

事
業

の
指

導
員

に
非

常
勤

嘱
託

と
し

て
採

用
さ

れ

た
組

合
員

の
労

働
条

件
の

明
示

を
求

め
、

団
交

を
行

っ
た

が
、

自
治

体

は
要

求
を

拒
否

し
、

労
基

署
か

ら
是

正
勧

告
を

受
け

た
。

と
こ

ろ
が

、

自
治

体
は

雇
用

期
間

の
満

了
と

と
も

に
任

用
の

非
更

新
を

通
告

し
、

団

交
で

そ
の

理
由

の
説

明
を

拒
否

し
た

。
組

合
は

あ
っ

せ
ん

を
申

請
し

た

が
、

自
治

体
は

応
諾

し
な

か
っ

た
た

め
、

不
当

労
働

行
為

の
救

済
申

立

て
を

行
い

、
一

部
救

済
命

令
が

発
せ

ら
れ

た
。

無
し

無
し

d
 

労
使

紛
争

は
日

常
的

で
長

期
化

す
る

の
が

常
態

で
あ

る
の

で
、

除
斥

期
間

は
救

済
の

障
害

と
な

る

だ
け

で
あ

る
。

本
件

の
よ

う
な

案
件

に
お

い
て

も
、

労
働

者
側

か
ら

す
れ

ば
、

で
き

る
だ

け
早

期
の

解
決

を
求

め
て

何
と

か
あ

っ
せ

ん
で

折
り

合
い

を
付

け
よ

う
と

す
る

。
こ

の
よ

う
な

現
状

に
鑑

み
れ

ば
、

提
案

の
よ

う
な

制
度

が
あ

れ
ば

、
あ

り
が

た
い

。

4
6

4
b

廃
棄

物
処

理
業

を
営

む
会

社
で

代
表

者
の

廃
棄

物
処

理
法

違
反

に
よ

り

許
可

取
消

の
お

そ
れ

が
強

ま
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
従

業
員

が
組

合
に

加

入
し

た
と

こ
ろ

、
会

社
は

脱
退

工
作

を
行

い
、

団
交

拒
否

を
通

告
し

て

き
た

。
こ

れ
に

対
し

、
組

合
が

ス
ト

ラ
イ

キ
を

決
行

し
、

職
場

滞
留

を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
会

社
は

組
合

員
を

全
員

解
雇

し
、

事
務

所
の

明
渡

し

を
求

め
て

あ
っ

せ
ん

を
申

請
し

た
。

あ
っ

せ
ん

は
不

調
に

終
わ

っ
た

が
、

そ
の

後
、

会
社

は
組

合
の

退
去

を
求

め
る

仮
処

分
の

申
立

て
が

裁

判
所

で
却

下
さ

れ
た

た
め

、
団

交
に

応
じ

る
よ

う
に

な
っ

た
も

の
の

、

誠
実

に
対

応
し

な
か

っ
た

た
め

、
組

合
は

当
初

の
脱

退
工

作
を

含
め

た

経
緯

に
つ

き
不

当
労

働
行

為
救

済
申

立
て

を
行

っ
た

。
事

件
は

和
解

に

よ
り

解
決

し
た

。

無
し

無
し

d
  

い
わ

ゆ
る

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ユ
ニ

オ
ン

に
お

い
て

は
、

役
員

が
組

合
員

の
職

場
の

状
況

を
十

分
把

握

で
き

て
い

な
い

こ
と

が
多

い
一

方
で

、
組

合
員

も

会
社

内
で

孤
立

し
、

自
分

の
置

か
れ

た
状

況
を

理

解
し

た
り

、
救

済
申

立
て

等
の

対
応

が
で

き
る

こ

と
自

体
に

気
付

く
の

に
時

間
が

か
か

る
こ

と
も

多

い
。

そ
の

よ
う

な
中

で
除

斥
期

間
を

設
け

る
こ

と

は
救

済
の

障
害

と
な

る
だ

け
で

あ
る

の
で

、
廃

止

が
望

ま
し

い
。

 
不

当
労

働
行

為
の

救
済

制
度

は
手

続
に

時
間

が
か

か
る

が
、

組
合

と
し

て
は

、
で

き
る

だ
け

早
期

に
解

決
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
の

で
、

ま
ず

は
、

何
と

か
あ

っ
せ

ん
で

折
り

合
い

が
付

け
ら

れ
な

い
か

努
力

す
る

こ
と

が
多

い
。

そ
の

よ
う

な
状

況
に

照
ら

せ

ば
、

あ
っ

せ
ん

に
長

期
間

を
要

し
て

も
、

救
済

の
途

を
残

す
こ

と
が

で
き

る
の

で
、

こ
の

よ
う

な
制

度
が

あ
れ

ば
あ

り
が

た
い

。
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4
6

4
b

従
業
員
が
組
合
を
結
成
し
よ
う
と
準
備
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を

知
っ
た
会
社
は
結
成
を
妨
害
す
る
と
と
も
に
、
結
成
の
中
心
人
物
を
解

雇
す
る
な
ど
し
た
。
そ
こ
で
、
当
該
従
業
員
は
申
立
人
に
加
入
し
、
解

雇
の
撤
回
等
を
求
め
て
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
が
、
不
調
に
終
わ
っ

た
。
そ
こ
で
、
申
立
人
は
、
不
当
労
働
行
為
救
済
を
申
し
立
て
、
事
件

は
和
解
で
解
決
し
た
。

無
し

無
し

f 
他
の
制
度
で
も
最
近
時
効
が
延
長
さ
れ
て
い
る

の
で
、
本
制
度
も
１
年
を
３
年
程
度
に
延
長
す
べ
き

で
あ
る
。

 
そ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
れ
ば
、
労
使
間
協
議
を
継

続
し
て
い
る
間
に
除
斥
期
間
が
迫
っ
て
く
れ
ば
、
不

当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
う
し
か
選
択
肢
が
な

い
現
状
の
改
善
に
つ
な
が
る
の
で
、
制
度
化
に
賛
成

4
6

4
b

組
合
役
員
が
定
年
後
再
雇
用
さ
れ
、
引
き
続
き
、
組
合
員
と
し
て
団
交

に
出
席
し
た
と
こ
ろ
、
会
社
側
の
交
渉
担
当
者
（
社
労
士
）
が
、
再
雇

用
職
員
に
は
組
合
員
資
格
が
な
い
と
し
て
出
席
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
組
合
は
解
決
を
求
め
て
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
が
、
折
り
合
い

が
つ
か
ず
、
あ
っ
せ
ん
を
取
り
下
げ
て
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
立

て
に
切
り
替
え
た
と
こ
ろ
、
当
該
社
労
士
が
誤
り
を
認
め
謝
罪
し
た
こ

と
に
よ
り
、
事
件
は
解
決
し
た
。

無
し

無
し

f 
特
に
意
見
は
な
い
。

 
係
争
時
か
ら
時
間
も
経
過
し
て
お
り
、
意
見
は
差

し
控
え
た
い
。

2
4

4
b

組
合
が
就
業
規
則
の
周
知
徹
底
及
び
未
払
賃
金
支
払
い
等
を
求
め
る

あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
就
業
規
則
周
知
を
拒
ん
だ
た
め
あ
っ

せ
ん
不
調
と
な
っ
た
後
、
未
払
賃
金
支
払
い
等
に
係
る
誠
実
な
団
体
交

渉
及
び
謝
罪
文
の
掲
示
・
手
交
を
救
済
内
容
と
す
る
不
当
労
働
行
為
救

済
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
。
（
H
2
5
年
関
与
和
解
）

1
6

4
b

新
規
採
用
し
た
社
員
の
従
来
の
社
員
と
の
労
働
条
件
の
格
差
の
解
消
等

を
求
め
て
あ
っ
せ
ん
申
請
が
あ
り
、
あ
っ
せ
ん
を
２
回
開
催
し
た
が
意

見
調
整
が
困
難
な
た
め
打
ち
切
っ
た
（
所
要
日
数
6
0
日
）
。

２
か
月
後
に
、
新
旧
社
員
間
の
労
働
条
件
の
相
違
、
団
体
交
渉
の
拒

否
、
新
社
員
へ
の
組
合
に
加
入
し
な
い
よ
う
に
と
の
働
き
か
け
が
、
労

働
組
合
法
第
７
条
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
３
号
に
該
当
す
る
と
し

て
、
申
立
が
あ
っ
た
（
無
関
与
和
解
）
。

除
斥
期
間
の
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。
（
組
合
へ
の
調
査
は
実
施
し
て

い
な
い
。
）

無
し

無
し

無
し

無
し

1
6

4
b

団
体
交
渉
に
お
け
る
責
任
あ
る
回
答
、
組
合
員
で
あ
る
教
員
の
雇
用
の

継
続
（
整
理
解
雇
を
前
提
と
し
た
退
職
勧
奨
を
行
わ
な
い
こ
と
）
を
求

め
て
あ
っ
せ
ん
申
請
が
あ
り
、
あ
っ
せ
ん
を
１
回
開
催
し
た
が
意
見
調

整
が
困
難
な
た
め
打
ち
切
っ
た
（
所
要
日
数
4
1
日
）
。

３
か
月
後
に
、
組
合
員
を
事
務
職
員
に
転
換
す
る
旨
の
文
書
配
布
、
組

合
員
に
対
す
る
雇
用
期
間
満
了
通
知
（
雇
用
継
続
交
渉
に
応
じ
な
か
っ

た
こ
と
）
及
び
を
解
雇
通
知
が
、
労
働
組
合
法
第
７
条
第
１
号
及
び
第

３
号
に
該
当
す
る
と
し
て
、
申
立
が
あ
っ
た
（
棄
却
）
。

除
斥
期
間
の
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。
（
組
合
へ
の
調
査
は
実
施
し
て

い
な
い
。
）

無
し

無
し

無
し

無
し

1
6

4
b

給
与
改
正
に
係
る
団
体
交
渉
に
応
じ
る
こ
と
を
を
求
め
て
あ
っ
せ
ん
申

請
が
あ
り
、
あ
っ
せ
ん
を
１
回
開
催
し
た
が
意
見
調
整
が
困
難
な
た
め

打
ち
切
っ
た
（
所
要
日
数
4
2
日
）
。

１
か
月
後
に
、
被
申
立
人
が
団
体
交
渉
に
応
じ
な
い
こ
と
が
、
労
働
組

合
法
第
７
条
第
２
号
に
該
当
す
る
と
し
て
、
申
立
が
あ
っ
た
（
無
関
与

和
解
）
。

除
斥
期
間
の
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。
（
組
合
へ
の
調
査
は
実
施
し
て

い
な
い
。
）

無
し

無
し

無
し

無
し

20
20



3
8

4
b

・
あ

っ
せ

ん
：

令
和

元
年

6
月

2
7
日

申
請

⇒
同

年
7
月

2
6
日

終
結

（
打

切

り
）

・
不

当
労

働
行

為
：

令
和

元
年

7
月

3
0
日

申
立

⇒
同

年
1
1
月

2
0
日

終
結

（
取

下
げ

）

※
請

求
さ

れ
た

救
済

内
容

・
誠

実
団

交

・
組

合
員

に
雇

用
契

約
書

を
交

付
す

る
こ

と
。

・
不

利
益

取
扱

い
（

シ
フ

ト
変

更
に

よ
る

労
働

条
件

の
切

下
げ

な
ど

）

を
行

わ
な

い
こ

と
。

・
組

合
を

通
さ

ず
組

合
員

に
不

利
益

取
扱

い
を

通
告

し
な

い
こ

と
。

無
し

無
し

e 団
交

を
全

く
拒

否
す

る
場

合
な

ど
は

，
不

当
労

救
済

申
立

に
す

ぐ
向

か
う

こ
と

に
な

る
が

，
団

交
は

受

け
る

が
不

誠
実

団
交

に
終

始
す

る
場

合
な

ど
，

時

間
が

必
要

な
こ

と
も

多
い

。
そ

れ
ら

を
考

慮
し

て
弾

力
的

な
運

営
を

し
て

い
た

だ
く

と
助

か
り

ま
す

。

有
益

だ
と

思
う

。
団

交
拒

否
や

不
誠

実
団

交
を

く
り

か
え

す
よ

う
な

会
社

で
，

あ
っ

せ
ん

に
応

じ
な

い
よ

う
な

場
合

は
有

益
で

あ
る

。
「

団
交

に
応

じ
る

こ

と
」

「
誠

実
に

団
交

を
行

な
う

こ
と

」
と

い
っ

た

あ
っ

せ
ん

を
拒

否
す

れ
ば

，
不

当
労

申
立

に
つ

な
が

る
と

認
識

す
れ

ば
，

あ
っ

せ
ん

に
真

剣
に

向
き

合
お

う
と

す
る

可
能

性
が

高
ま

る
と

思
う

の
で

。

3
8

4
b

平
成

元
年

９
月

、
会

社
の

求
め

に
応

じ
て

会
社

に
退

職
届

を
提

出
し

た

Ａ
組

合
員

は
、

翌
月

、
組

合
に

相
談

し
、

退
職

届
を

撤
回

す
る

旨
の

通

知
書

を
被

申
立

人
に

送
付

し
た

。
ま

た
、

組
合

は
、

当
該

通
知

書
の

送

付
と

同
日

付
け

で
、

会
社

に
対

し
、

同
組

合
員

の
組

合
加

入
通

知
書

及

び
団

交
要

求
書

を
郵

送
し

た
が

、
会

社
は

団
交

に
応

じ
な

か
っ

た
。

1
0

月
1
7
日

、
組

合
は

労
働

委
員

会
に

あ
っ

せ
ん

を
申

請
し

，
1
1
月

2
8
日

に

開
催

さ
れ

た
が

、
合

意
に

至
ら

ず
、

あ
っ

せ
ん

は
打

ち
切

り
と

な
っ

た
。

組
合

は
、

同
年

1
2
月

、
団

交
応

諾
を

求
め

て
労

働
委

員
会

に
救

済

申
立

て
を

行
っ

た
。

（
申

立
の

全
部

を
認

容
す

る
命

令
に

よ
り

終
結

）

無
し

無
し

e  悪
意

を
も

っ
て

団
交

拒
否

を
行

な
っ

て
き

た
。

そ

れ
ゆ

え
，

す
ぐ

に
不

当
労

救
済

申
立

と
な

っ
た

事

案
で

あ
る

が
，

や
は

り
，

労
使

間
の

や
り

と
り

が

あ
る

の
で

，
実

情
に

応
じ

た
弾

力
的

な
運

用
が

な

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

有
益

だ
と

思
う

。
あ

っ
せ

ん
の

場
で

公
然

と
団

交
は

行
な

わ
な

い
な

ど
と

言
う

場
合

，
不

当
労

申
立

が

あ
っ

た
と

み
な

さ
れ

れ
ば

，
時

間
的

に
も

節
約

さ

れ
，

す
み

や
か

に
救

済
に

向
け

て
審

議
に

入
っ

て
い

く
こ

と
が

で
き

る
と

思
う

た
め

。

無
し

 
そ

の
方

が
良

い
と

思
う

。

 
あ

っ
せ

ん
申

請
し

た
時

点
で

会
社

側
は

何
か

し
ら

の
不

当
労

働
行

為
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

多
く

あ
る

と
思

う
の

で
、

組
合

側
は

手
間

や
終

結
ま

で
の

期
間

を
考

え
る

と
、

し
ぶ

し
ぶ

あ
っ

せ
ん

と
い

う
場

合
が

あ
る

と
思

う
。

あ
っ

せ
ん

で
不

当
労

働
行

為
の

申
立

て
が

あ
っ

た
と

み
な

し
て

く
れ

れ
ば

、
そ

の
後

の
交

渉
や

話
し

合
い

で
再

度
も

め
る

こ
と

が
減

る
の

で
は

な
い

か
と

思
う

。

 
実

際
、

本
件

で
も

、
会

社
側

が
あ

っ
せ

ん
を

軽

視
、

無
視

し
て

、
そ

の
後

、
更

に
悪

化
し

、
不

当
労

働
行

為
申

立
て

に
至

っ
た

。
（

あ
っ

せ
ん

の
時

点
で

不
当

労
働

行
為

は
既

に
あ

っ
た

。
）

 
仮

に
あ

っ
せ

ん
か

ら
不

当
労

働
行

為
の

申
立

て
に

切
り

替
え

た
場

合
で

も
、

あ
っ

せ
ん

申
請

が
あ

っ
た

と
き

に
不

当
労

働
行

為
の

申
立

て
が

あ
っ

た
と

み
な

さ
れ

た
ら

、
終

結
ま

で
の

期
間

の
短

縮
に

も
な

る
と

思
う

。
ま

た
、

会
社

側
の

あ
っ

せ
ん

へ
の

重
み

が
増

し
、

あ
っ

せ
ん

を
無

視
す

る
よ

う
な

こ
と

が
減

る
の

で
は

な
い

か
。

4
7

4
b

組
合

か
ら

、
1
2
月

の
一

時
金

の
支

給
に

つ
い

て
労

使
が

誠
実

に
団

体
交

渉
を

継
続

す
る

と
い

う
前

回
の

あ
っ

せ
ん

事
項

が
守

ら
れ

て
い

な
い

と

し
て

、
前

回
の

あ
っ

せ
ん

案
の

趣
旨

に
沿

っ
た

誠
実

回
答

を
す

る
こ

と

に
つ

い
て

あ
っ

せ
ん

申
請

が
行

わ
れ

た
が

、
労

使
双

方
の

主
張

が
平

行

線
の

ま
ま

、
合

意
に

至
る

こ
と

が
で

き
な

い
た

め
打

切
り

と
な

っ
た

。

そ
の

後
、

組
合

は
、

〇
年

と
〇

年
の

一
時

金
の

差
額

を
支

払
う

こ
と

、

誠
実

に
団

体
交

渉
を

行
う

こ
と

な
ど

に
つ

い
て

、
不

当
労

働
行

為
救

済

の
申

立
て

を
行

っ
た

。

結
局

、
他

の
不

当
労

働
行

為
の

申
立

て
と

併
せ

て
、

労
働

委
員

会
の

関

与
和

解
に

よ
り

解
決

し
た

。

無
し

無
し

21
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4
1

4
b

平
成
2
6
年
8
月
1
8
日
に
正
常
な
団
体
交
渉
の
実
施
を
求
め
て
県
内
合
同

労
組
か
ら
あ
っ
せ
ん
申
請
が
あ
っ
た
。
被
申
請
者
（
運
輸
業
）
か
ら
、

団
体
交
渉
の
申
入
れ
に
対
し
て
は
応
じ
て
お
り
、
申
請
書
に
あ
る
よ
う

な
こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
、
あ
っ
せ
ん
に
応
じ
な
い
旨
の

意
思
表
示
が
あ
り
、
あ
っ
せ
ん
の
実
施
は
困
難
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、

同
年
9
月
2
2
日
に
不
開
始
と
し
た
。
同
年
1
1
月
2
6
日
に
同
労
組
か
ら
誠

実
な
団
体
交
渉
を
求
め
て
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
が
な
さ
れ
た

が
、
平
成
2
7
年
2
月
2
5
日
に
開
催
の
第
2
回
調
査
に
お
い
て
和
解
協
定
書

が
締
結
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
労
組
か
ら
取
下
書
が
提
出
さ
れ
、
事
件

は
終
結
し
た
。

無
し

無
し

a 証
拠
の
精
度
の
た
め
に
は
必
要
と
思
い
ま
す
。

あ
っ
せ
ん
で
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
不
当
労
働
行
為

申
立
て
と
な
る
の
は
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
労

働
者
救
済
と
な
る
の
な
ら
有
益
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。

3
1

4
b

平
成
２
９
年
８
月
、
組
合
は
、
春
闘
要
求
等
に
つ
い
て
の
誠
実
団
交
応

諾
を
求
め
て
あ
っ
せ
ん
を
申
請
し
た
が
、
会
社
が
応
じ
な
か
っ
た
た

め
、
打
切
り
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
組
合
は
、
同
年
５
月
末
に
雇
止
め
と
さ
れ
た
執
行
委
員
長

の
職
場
復
帰
や
、
春
闘
要
求
等
に
つ
い
て
の
誠
実
団
交
応
諾
な
ど
を
求

め
て
、
同
年
１
１
月
に
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
を
行
っ
た
。

e

 
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
の
除
斥
期
間
を
意
識
し

な
い
ま
ま
、
あ
っ
せ
ん
申
請
を
行
い
、
あ
っ
せ
ん
事

件
の
係
属
中
に
除
斥
期
間
を
経
過
し
て
し
ま
う
お
そ

れ
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
制
度
が
あ

れ
ば
、
組
合
に
と
っ
て
は
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。

4
3

4
b

平
成
２
７
年
１
月
に
、
被
申
立
人
と
大
口
契
約
先
と
の
契
約
の
一
部
が

解
除
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
契
約
業
務
に
従
事
し
て
い
た

申
立
人
組
合
員
の
業
務
が
な
く
な
り
、
賃
金
も
減
額
と
な
っ
た
こ
と
及

び
こ
れ
ら
に
関
す
る
団
交
に
誠
実
に
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
が
労
組
法

７
条
１
号
か
ら
３
号
に
該
当
す
る
と
し
て
、
同
年
１
０
月
７
日
に
申
立

て
が
あ
っ
た
も
の
。

こ
れ
に
先
立
つ
あ
っ
せ
ん
は
、
同
年
６
月
１
５
日
に
申
請
書
が
提
出
さ

れ
、
同
年
７
月
２
７
日
に
不
調
で
打
切
り
と
な
っ
た
。

無
し

無
し

労
組
へ
の
聞
き
取
り
未
実
施

労
組
へ
の
聞
き
取
り
未
実
施

4
5
4
b

1
/9
に
組
合
か
ら
、
前
年
の
年
末
要
求
の
団
交
の
場
で
求
め
た
人
事
考
課

結
果
の
開
示
等
を
あ
っ
せ
ん
事
項
と
す
る
集
団
あ
っ
せ
ん
申
請
が
あ

り
、
労
委
に
て
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た
も
の
の
当
事
者
双
方
の
主
張
の
隔

た
り
が
大
き
く
不
調
に
終
わ
っ
た
。

そ
の
後
、
3
/2
2
に
組
合
か
ら
、
人
事
考
課
制
度
に
関
す
る
団
交
に
誠
実

に
応
じ
る
こ
と
等
を
救
済
内
容
と
す
る
不
当
労
働
行
為
申
立
て
が
な
さ

れ
た
事
案
が
あ
っ
た
。
な
お
、
本
申
立
て
は
棄
却
さ
れ
た
。

 
申
請
・
申
立
組
合
か
ら
回
答
な
し
。
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イ
 

ア
の

事
例

の
あ

る
労

委
は

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
当

該

事
例

に
係

る
労

働
組

合
に

調
査

し
て

下
さ

い
。

 
(ｱ

) 
当

該
事

件
に

係
る

経
過

を
踏

ま
え

、
１

年
の

除
斥

期

間
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
に

お
考

え
に

な
り

ま
す

か
。

(ｲ
) 

あ
っ

せ
ん

終
結

の
通

知
を

受
け

た
日

か
ら

一
定

の
期

間
内

に
不

当
労

働
行

為
申

立
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

あ
っ

せ
ん

の
申

請
が

あ
っ

た
と

き
に

不
当

労
働

行
為

申
立

が
あ

っ
た

と
み

な
す

よ
う

な
制

度
が

あ
れ

ば
、

有
益

と
お

考
え

に
な

り
ま

す
か

。

整
理

番
号

ア
 該

当
ア

 
事

件
概

要
イ

 調
査

(ｱ
)

イ
 調

査
(ｲ

)

4
6
1

上
記

事
例

に
同

じ

f 
（

具
体

的
内

容
：

賃
金

債
権

の
時

効
も

延
長

さ
れ

て
お

り
、

他
の

制
度

と
の

均
衡

上
も

１
年

を
３

年
程

度
に

伸
ば

す
べ

き
で

あ
る

。
）

 
現

行
制

度
で

は
、

労
使

間
で

解
決

に
向

け
た

協
議

を
行

っ
て

い
る

間
に

時
間

が
経

過
し

、
い

ざ
、

第
三

者
機

関
で

の
解

決
を

求
め

る
と

な
る

と
、

除
斥

期
間

の
関

係
か

ら
、

い
き

な
り

不
当

労
働

行
為

の
救

済
命

令
を

求
め

て
申

立
て

を
せ

ざ
る

を
得

な
く

な
る

。
こ

の
よ

う
な

状
況

を
改

善

す
る

た
め

、
そ

の
よ

う
な

制
度

を
設

け
る

こ
と

に
は

大
賛

成
で

あ
る

。

ア
 上

記
の

事
例

を
参

考
に

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

事
例

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
概

要
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

※
 

複
数

事
例

が
あ

る
場

合
は

、
事

例
毎

に
記

入
欄

を
追

加
し

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

※
  
 事

前
相

談
等

で
把

握
し

た
事

例
も

可
。

こ
の

場
合

は
、

そ
の

旨
注

記
の

上
、

可
能

な
範

囲
で

そ
の

概
要

を
記

載
し

て
下

さ
い

。

（
３

）
労

使
協

議
中

の
除

斥
期

間
の

経
過

等
に

関
す

る
調

査

○
除

斥
期

間
経

過
に

よ
る

民
事

訴
訟

へ
の

切
り

替
え

等
に

関
す

る
も

の

[京
都

府
に

お
け

る
事

例
①

]

組
合

員
の

み
が

、
製

造
部

門
か

ら
新

設
部

門
へ

配
置

転
換

さ
れ

、
十

分
な

仕
事

を
与

え
ら

れ
な

か
っ

た

が
、

組
合

は
話

合
い

に
よ

る
解

決
を

求
め

、
あ

っ
せ

ん
を

申
請

し
、

誠
実

団
交

の
合

意
が

成
立

し
て

、
団

交
が

行
わ

れ
た

も
の

の
、

結
果

と
し

て
決

裂
に

至
っ

た
こ

と
か

ら
、

そ
の

時
点

で
、

組
合

は
配

置
転

換
に

つ
い

て
不

当
労

働
行

為
申

立
を

検
討

し
た

が
、

既
に

配
置

転
換

か
ら

1
年

の
除

斥
期

間
が

経
過

し
て

い
た

た

め
、

民
事

訴
訟

（
配

転
先

で
の

就
労

義
務

不
存

在
確

認
の

訴
え

）
に

切
り

替
え

、
勝

訴
判

決
を

得
た

。
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イ
 

ア
の

事
例

の
あ

る
労

委
は

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
当

該

事
例

に
係

る
労

働
組

合
に

調
査

し
て

下
さ

い
。

 
(ｱ

) 
当

該
事

件
に

係
る

経
過

を
踏

ま
え

、
１

年
の

除
斥

期
間

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

に
お

考
え

に
な

り
ま

す
か

。

(ｲ
) 

あ
っ

せ
ん

終
結

の
通

知
を

受
け

た
日

か
ら

一
定

の
期

間
内

に
不

当
労

働
行

為
申

立
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

あ
っ

せ
ん

の

申
請

が
あ

っ
た

と
き

に
不

当
労

働
行

為
申

立
が

あ
っ

た
と

み

な
す

よ
う

な
制

度
が

あ
れ

ば
、

有
益

と
お

考
え

に
な

り
ま

す

か
。

整
理

番
号

ア
 事

件
概

要
イ

 調
査

(ｱ
)

イ
 調

査
(ｲ

)

3
1

 
平

成
２

８
年

６
月

以
降

、
組

合
員

に
対

し
て

残
業

指
示

に
つ

い
て

非
組

合
員

と
差

別
す

る
取

扱
を

行
い

、
同

人
の

給
与

を
減

少
さ

せ
た

こ
と

が
不

当
労

働
行

為
に

該
当

す
る

と
し

て
、

組
合

が
救

済
申

立
を

行
っ

た
。

 
こ

の
事

件
に

お
い

て
は

、
救

済
申

立
日

（
平

成
２

９
年

８
月

９
日

）
か

ら
１

年
以

上
前

に
お

け
る

会
社

の
残

業
指

示
に

係
る

申
立

は
除

斥
期

間
に

抵
触

す
る

と
し

て
、

同
人

の
平

成
２

８
年

６
月

分
給

与
（

支
給

日
は

同
年

７
月

２
２

日
）

に
係

る
残

業
指

示
に

関
し

て
差

別
的

取
扱

が
さ

れ
た

と
の

申
立

に
つ

い
て

は
、

却
下

し
た

。

c
 

そ
う

し
た

制
度

が
あ

れ
ば

、
組

合
と

し
て

は
有

益
で

あ
る

と
考

え
る

。

3
4

①
組

合
の

申
し

入
れ

た
組

合
員

の
解

雇
撤

回
等

を
求

め
る

第
２

回
か

ら
第

６
回

ま
で

の
団

体
交

渉
に

お
い

て
、

会
社

が
同

じ
主

張
を

繰
り

返
し

た
こ

と
、

裁
判

で
や

れ
ば

よ
い

と
述

べ
た

こ
と

な
ど

は
不

誠
実

団
交

に
当

た
り

、

②
第

２
回

団
体

交
渉

に
お

い
て

組
合

と
会

社
が

交
わ

し
た

と
さ

れ
る

議
事

録
で

確
認

さ
れ

た
内

容
が

履
行

さ
れ

な
い

こ
と

は
不

誠
実

団
交

及
び

支
配

介
入

に
当

た
る

と
し

て
、

平
成

２
２

年
１

２
月

１
３

日
に

組
合

が
申

し
立

て
た

事
案

で
あ

る
。

 
第

２
回

団
体

交
渉

（
不

誠
実

団
交

）
に

対
す

る
申

立
て

に
つ

い
て

は
、

１
年

の
除

斥
期

間
を

経
過

し
て

お
り

、
却

下
さ

れ
、

そ
の

余
の

申
立

て
に

つ
い

て
は

、
棄

却
さ

れ
た

。

無
し

無
し

4
4

  
 申

立
人

が
申

し
入

れ
た

平
成

2
5
年

年
末

一
時

金
及

び
平

成
2
6
年

か
ら

平
成

2
9
年

ま
で

の
夏

季
一

時
金

及
び

年
末

一
時

金

の
支

給
を

交
渉

事
項

と
す

る
団

体
交

渉
に

お
い

て
、

被
申

立
人

が
不

誠
実

な
対

応
に

終
始

し
た

こ
と

、
そ

の
後

、
正

当
な

理
由

な
く

団
体

交
渉

に
応

じ
な

か
っ

た
こ

と
が

、
労

働
組

合
法

第
７

条
第

２
号

に
該

当
す

る
不

当
労

働
行

為
で

あ
る

と
し

て
、

平
成

2
9
年

1
2
月

、
不

当
労

働
行

為
救

済
申

立
て

が
あ

っ
た

事
件

で
あ

る
。

 
命

令
に

お
い

て
、

平
成

2
5
年

年
末

一
時

金
か

ら
平

成
2
8
年

年
末

一
時

金
ま

で
を

議
題

と
す

る
団

体
交

渉
は

、
い

ず
れ

も

本
件

申
立

て
の

１
年

以
上

前
に

行
わ

れ
て

い
る

か
ら

、
こ

の
こ

と
に

係
る

申
立

て
は

、
労

組
法

第
2
7
条

第
２

項
の

除
斥

期

間
を

徒
過

し
て

お
り

、
却

下
す

る
と

判
断

し
た

。

f （
具

体
的

内
容

：
却

下
さ

れ
た

当
事

者
に

対
し

、
当

委
員

会
か

ら
聞

き
取

り
を

行
う

こ
と

は
憚

ら
れ

る
た

め
調

査
は

行
っ

て
い

な
い

。
 

）

無
し

○
除

斥
期

間
経

過
に

よ
る

却
下

等
に

関
す

る
も

の

[京
都

府
に

お
け

る
事

例
②

]

使
用

者
が

廃
止

し
て

い
た

手
当

を
復

活
さ

せ
る

旨
組

合
と

合
意

し
、

そ
の

後
就

業
規

則
の

改
正

を
行

っ
た

が
、

実
際

は
、

単
に

他
の

手
当

を
振

り
替

え
充

当
す

る
内

容
に

す
ぎ

な
か

っ
た

こ
と

か
ら

、
組

合
は

、
組

合
と

の
合

意
を

軽
視

す
る

支
配

介
入

で
あ

る
と

し
て

不
当

労
働

行
為

申
立

を
行

っ
た

が
、

当
該

事
項

に
つ

い
て

は
協

議
を

継
続

し
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

使
用

者
か

ら
十

分
な

説
明

が
な

か
っ

た
た

め
、

そ
の

よ
う

な
改

正
内

容
を

組
合

が
把

握
で

き
た

時
点

で
は

既
に

改
正

か
ら

１
年

の
除

斥
期

間
を

経
過

し
て

お
り

、
申

立
は

却
下

さ
れ

た
。

ア
 

上
記

事
例

と
同

様
、

労
使

間
で

協
議

を
継

続
中

に
除

斥
期

間
を

経
過

し
た

た
め

、
不

当
労

働
行

為
申

立
を

却
下

（
全

部
又

は
一

部
）

し
た

事
例

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
概

要
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
（

※
複

数
事

例
が

あ
る

場
合

は
、

事
例

毎
に

記
入

欄
を

追
加

し
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
）
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4
6
上
記
事
例
に
同
じ

f （
具
体
的
内
容
：
各
職
場
で
の
労
使
紛
争
は
い
ろ
い
ろ
な
事
象

の
積
み
重
ね
の
中
で
増
幅
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
組
合

と
し
て
も
で
き
る
だ
け
こ
と
を
荒
立
て
ず
に
話
合
い
で
解
決
を
図

る
べ
く
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
や
む
を
得
ず
救
済

申
立
て
に
至
っ
た
場
合
に
審
査
対
象
が
１
年
に
限
ら
れ
る
こ
と

に
は
不
満
が
あ
る
。
せ
め
て
２
，
３
年
に
延
長
し
て
ほ
し
い
。
）

 
上
記
事
例
に
お
い
て
も
、
組
合
と
し
て
一
番
判
断
し
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
除
斥
期
間
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
ず
に

残
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
に
は
弁

護
士
を
依
頼
す
る
な
ど
相
当
の
準
備
を
要
す
る
の
で
、
提
案
の
よ

う
な
制
度
が
あ
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
、
あ
っ
せ
ん
申
請
に
よ
り
救

済
の
途
も
残
す
こ
と
が
で
き
、
有
益
と
考
え
る
。
労
働
側
と
し
て

反
対
す
る
理
由
は
な
い
。
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